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第 回定期講演会 講演録
日時 平成 年 月 日（金）
会場  日本消防会館

宅地建物取引業法の改正

国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業政策調整官 杉田 雅嗣

 
今、ご紹介いただきました国土交通省の杉田で

ございます。本日申し訳ございません。課長の中

田がきょう講演ということで受けさせていただい

ていたのですが、今、ご紹介がありましたように、

ちょっと公務入ってしまいまして、代わりに私、

杉田のほうから、きょうの宅建業法の改正につい

てということで、 時間 分ぐらい、ちょっとお

話をさせていただきまして、その後、残った時間

で質疑などを受けさせていただければと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。特に

きょう、お集まりの皆様の、特に不動産関係の業

界のかたがたが中心にお集まりというふうに伺っ

ておりますけれども、平素より国土交通行政、特

に不動産行政につきましては、格別のご支援など

をいただいておりまして、重ねてこの場をお借り

して、御礼申し上げたいと思っております。今回、

宅建業法の改正ということで、お時間を頂戴して

おりますけれども、ちょうど先般 月 日に宅建

業法の改正法案が無事に成立し、また公布された

ということになりました。先の通常国会で審議い

ただきまして、なかなか国会の日程がタイトな中

で、結構うまく成立するかどうかっていうのは、

かなりスケジュール上、結構あやういところもあ

ったんですが、なんとか無事に成立し、公布まで

くることができたというところでございます。

内容につきましては、またのちほど触れさせて

いただこうと思っておりますけれども、特に今回

中心になってくる内容というのが、いわゆる中古

住宅、最近では既存住宅という言い方を役所なん

かではするようになっておりますけれども、いわ

ゆる中古住宅でございますけれども、その中古住

宅の市場について、いかに活性化をしていくか、

という観点で、今回宅建業法の改正という形で、

いくつかの措置を盛り込ませていただいたと、と

いうものになってございます。宅建業法の改正に

つきましては、実はこれまでもちょこちょこと改

正はしてきたところはあるんですけれども、直近

の一番大きな改正、一昨年前に、まずその議員立

法ですけれども、宅地建物取引主任者が宅地建物

取引士ということで、業界の皆様からも、いろい

ろご要望をいただいておりました。そういった改

正が 年前に行われたばかりであったわけですけ

れども、さらにその前になりますと、今から 年

ほど前、平成 年が、その前の改正ということに

なっております。当時平成 年の改正のときに、

何をやったかということなんですけれども、いわ

ゆるレインズを法令上のちゃんとした位置付けを

作った上で、登録の規定を設けたというのが、そ

のとき、平成 年のときの改正でございました。

それから実質的に中身のある法改正というのが、

年間なかったということでございまして、かな

り政府提案で行う宅建業法の改正といたしまして、

久しぶりの改正ということになっております。

特に、このじゃあ 年間、平成 年から今回の

宅建業法の改正までの 年の間で、かなりその社

会情勢とか、不動産を取り巻く状況っていうのも、

大きく変わってきていたんだろうなと思っており

ます。中でも今回、改正の中心になってまいりま

すような、いわゆる既存住宅市場というものを活

性化していくっていうのは、これまでの、とにか

くその住宅の量を充足させるんだということで、

新築住宅をどんどん建てているっていうような、

そういった行政の方向性から、一回建っているも

のを、いかにしっかりと維持管理をしていただき
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ながら、 回、 回と市場で、それをもう 回使っ

ていただくというような形で、既存住宅の市場と

いうものも、新築と同じように伸ばしていくとい

うようなことが、非常にその課題として大きくな

ってきたということもございまして、そういった

ことを、まさにその 年間の中で、出てきた課題

に対応していくための改正ということで、今回取

り組んでいったというような経緯をもっておりま

す。今回、改正の中身に入らせていただく前に、

そういった既存住宅の関係する状況でありました

り、政府の国交省のほうで、どういったことの取

り組みをこれまで進めてきたのか、それがどうい

った形で、今回の改正につながってきたのかと、

というようなことを前段でお話をさせていただき

ながら、後半の部分で改正の内容について触れさ

せていただこうかなと思っております。

今回の宅建業法の中心になる改正っていうのが、

そういった既存住宅市場を活性化するという目的

であったわけですけれども、実は先ほど申し上げ

た、 年前に、取引士を創設をしたという、宅建業

法の改正の際にも、実はそういったような視点と

いうものが、一部盛り込まれた形での取引士の改

正というのも、経緯としてはあったということに

なっております。特にその取引主任者というもの

から、いわゆるサムライ業である取引士という形

で、名称も変えていく上で、単にその名前を変え

るということだけではなくて、その取引士になっ

ている役割の大きさというものにも鑑みて、名称

変更し、またあわせていくつかの責務規定を設け

させていただいたというのが、その平成 年のと

きにやった、宅建業法の改正の内容でありました。

具体的にはその名前を変えるにあたりまして、や

はり既存住宅流通なども含めて、非常に不動産の

流通における宅建業者、また取引士の役割という

ものが、どんどん大きくなっているというのが、

社会情勢も踏まえての改正ということもございま

したので、一つはその取引士としての質の向上を

図っていただくというようなこと。例えば宅建業

者が自分のところの従業者に対しまして、教育を

ほどこすように努めていただくと、というような

責務規定が、あわせて設けられておりましたり、

また今回そのお話をさせていただく既存住宅の取

引というのにあたりましては、宅建業者の方のと

ころに、まずその消費者の方が、まずご相談とい

う形で来ると思うんですけれども、その際、新築

に比べますと、やはり既存住宅の売買するにあた

りましては、いろんな関係者のかたがたのご協力

がないと、なかなか成約までたどりつけないとい

うような、そういったような背景もございまして、

関係する事業者と連携してやっていただくという

ことが、非常に重要であるというようなこともご

ざいましたので、あわせて法改正の際には、そう

いった関連の事業者のかたがたと、連携をしてい

ただくというような責務規定というものを、取引

士とするにあたりまして、改正の内容に盛り込ま

れていたということでございます。

その 年前の取引士に改正をしたときに、既に

そういった今後の既存住宅流通市場というものを、

しっかり伸ばしていくというようなことを見据え

た形での、責務規定なんかも設けながら、前回の

改正でも規定としては盛り込まれていたわけでご

ざいますけれども。さらに今回の改正では、そう

いったある種、理念的な責務的規定に加えて、実

際にじゃあその取引の現場におきまして、宅建業

者の方や、取引士のかたがたが、どういった役割

を担っていただくことがいいのかっていうような

観点からの規定が、より具体的に盛り込まれたと

いうような内容になっております。また内容につ

きましては、のちほど触れさせていただこうと思

っております。まずその前段のところで、そうい

った既存住宅の流通市場。活性化に向けて、どう

いった取り組みをしてきたのかというところにつ

きまして、ご説明に入らせていただこうと思いま

す。まず ページでございますけれども、こうい

った講演会などでも、非常にわれわれのほうもよ

く使わせていただいている資料ではございますけ

れども、既に何回かご覧になられた方も多いかと

思いますけれども、足元のところでの、わが国の

既存住宅流通量の推移、それから他国との比較を

した場合に、どのぐらいの流通量があるかといっ

たような国際比較のグラフになっております。左

側が、わが国における新築の着工戸数と、既存住

宅の取引件数、これを縦の棒グラフで示しながら、

それぞれのシェア、割合を折れ線グラフで示した

ようなグラフになっております。お手元は白黒だ

と思いますので、画面のほうで見ていただきます

と、黄色い棒グラフの部分が新築の着工数になっ

ております。下の部分にある水色の部分というの

が、既存住宅の取引件数ということになっており

まして、既存住宅の取引件数につきましては、大
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ながら、 回、 回と市場で、それをもう 回使っ

ていただくというような形で、既存住宅の市場と

いうものも、新築と同じように伸ばしていくとい

うようなことが、非常にその課題として大きくな

ってきたということもございまして、そういった

ことを、まさにその 年間の中で、出てきた課題

に対応していくための改正ということで、今回取

り組んでいったというような経緯をもっておりま

す。今回、改正の中身に入らせていただく前に、

そういった既存住宅の関係する状況でありました

り、政府の国交省のほうで、どういったことの取

り組みをこれまで進めてきたのか、それがどうい

った形で、今回の改正につながってきたのかと、

というようなことを前段でお話をさせていただき

ながら、後半の部分で改正の内容について触れさ

せていただこうかなと思っております。

今回の宅建業法の中心になる改正っていうのが、

そういった既存住宅市場を活性化するという目的

であったわけですけれども、実は先ほど申し上げ

た、 年前に、取引士を創設をしたという、宅建業

法の改正の際にも、実はそういったような視点と

いうものが、一部盛り込まれた形での取引士の改

正というのも、経緯としてはあったということに

なっております。特にその取引主任者というもの

から、いわゆるサムライ業である取引士という形

で、名称も変えていく上で、単にその名前を変え

るということだけではなくて、その取引士になっ

ている役割の大きさというものにも鑑みて、名称

変更し、またあわせていくつかの責務規定を設け

させていただいたというのが、その平成 年のと

きにやった、宅建業法の改正の内容でありました。

具体的にはその名前を変えるにあたりまして、や

はり既存住宅流通なども含めて、非常に不動産の

流通における宅建業者、また取引士の役割という

ものが、どんどん大きくなっているというのが、

社会情勢も踏まえての改正ということもございま

したので、一つはその取引士としての質の向上を

図っていただくというようなこと。例えば宅建業

者が自分のところの従業者に対しまして、教育を

ほどこすように努めていただくと、というような

責務規定が、あわせて設けられておりましたり、

また今回そのお話をさせていただく既存住宅の取

引というのにあたりましては、宅建業者の方のと

ころに、まずその消費者の方が、まずご相談とい

う形で来ると思うんですけれども、その際、新築

に比べますと、やはり既存住宅の売買するにあた

りましては、いろんな関係者のかたがたのご協力

がないと、なかなか成約までたどりつけないとい

うような、そういったような背景もございまして、

関係する事業者と連携してやっていただくという

ことが、非常に重要であるというようなこともご

ざいましたので、あわせて法改正の際には、そう

いった関連の事業者のかたがたと、連携をしてい

ただくというような責務規定というものを、取引

士とするにあたりまして、改正の内容に盛り込ま

れていたということでございます。

その 年前の取引士に改正をしたときに、既に

そういった今後の既存住宅流通市場というものを、

しっかり伸ばしていくというようなことを見据え

た形での、責務規定なんかも設けながら、前回の

改正でも規定としては盛り込まれていたわけでご

ざいますけれども。さらに今回の改正では、そう

いったある種、理念的な責務的規定に加えて、実

際にじゃあその取引の現場におきまして、宅建業

者の方や、取引士のかたがたが、どういった役割

を担っていただくことがいいのかっていうような

観点からの規定が、より具体的に盛り込まれたと

いうような内容になっております。また内容につ

きましては、のちほど触れさせていただこうと思

っております。まずその前段のところで、そうい

った既存住宅の流通市場。活性化に向けて、どう

いった取り組みをしてきたのかというところにつ

きまして、ご説明に入らせていただこうと思いま

す。まず ページでございますけれども、こうい

った講演会などでも、非常にわれわれのほうもよ

く使わせていただいている資料ではございますけ

れども、既に何回かご覧になられた方も多いかと

思いますけれども、足元のところでの、わが国の

既存住宅流通量の推移、それから他国との比較を

した場合に、どのぐらいの流通量があるかといっ

たような国際比較のグラフになっております。左

側が、わが国における新築の着工戸数と、既存住

宅の取引件数、これを縦の棒グラフで示しながら、

それぞれのシェア、割合を折れ線グラフで示した

ようなグラフになっております。お手元は白黒だ

と思いますので、画面のほうで見ていただきます

と、黄色い棒グラフの部分が新築の着工数になっ

ております。下の部分にある水色の部分というの

が、既存住宅の取引件数ということになっており

まして、既存住宅の取引件数につきましては、大

 

体平成 年とか 年、今からちょうど 年ぐらい

前あたりから、件数としては、大体年間 万ぐら

いのところで、前後ぐらいでずっと推移をしてき

ているというような状況なっております。

一方で、今、ご案内のように新築のほうにつき

ましては、かなり経済情勢とか社会情勢で、影響

が受けやすいというようなこともありまして、か

なり増えたり、減ったりというのを、繰り返しな

がら、今日に至っているというような状況になっ

ております。特に 年、 年あたりのリーマンの

あたりで、大きく新築の着工戸数、 万を割り込

むということで、大きく減少もいたしましたが、

最近はまた少しずつ回復の基調にきておりますけ

れども、それでも現状、一番直近で平成 年の数

字になっておりますけれども、その新築と既存の

合計の中でのシェアで申し上げると、既存住宅の

流通シェアが パーセントというぐらいのパー

センテージになっているというところでございま

す。直感的に、なかなか パーセント前後だとす

ると、あまり多くないのかなというような感じか

と思いますけれども、やはりそのアメリカであっ

たり、イギリス、フランスといったような、国際

的にも既存住宅のシェアが多いといわれているよ

うな国と比較してみますと、右にあるグラフは、

そういった国際比較のグラフになっておりますけ

れども、やはりアメリカが ～ パーセントと。

イギリスに至っては 割弱ということで、非常に

そのシェアが多い中で、日本というのは、それに

対して パーセントということでございますので、

そういった既存住宅の取引が活性化している国々

と比べると、まだまだ低位にあるというような状

況が、足元のところなのかなと思っております。

もちろんその取引の慣行ですとか、市場環境な

どが、アメリカと日本でかなり違うというような

ことも、当然ございますので、一概にこれを同じ

ように比較するということもできないと思います

し、またアメリカの取引環境に、じゃあ日本を必

ずしも全部近付けていけばいいのかといいますと、

そういうわけでもないということかとは思います。

よく聞く話としまして、アメリカなんかですと、

州ごとに状況は違うとは聞いておりますけども、

なかなか日本なんかに比べると、新築で住宅を建

てようとするときの、様々な規制が強くて、建て

たくても新築が建てられないというような、例え

ば背景があるですとか、そういったような法制度

であったり、環境面での違いが、そういった既存

住宅のシェアの違いにつながってきているという

ようなところも当然あるかと思います。とは言い

ながら、アメリカとかイギリスと比べても 分の

程度ということでございますので、まだまだ国内

のわが国の既存住宅の流通というのも、伸びしろ

があるんであろうと。またのちほども出てまいり

ますけれども、それだけまだ、そのいうならば発

展していく可能性のある産業ということで、成長

分野としての市場という見方もできるというよう

なことで、政府の成長戦略であったり、骨太の方

針といったようなところにも、こういった既存住

宅流通、市場を伸ばしていくというふうなことが、

方向性として書かれていたりということもござい

ますので、必要な対応をしながら、環境整備をし

ながら、これをどれだけ増やしていけるかってい

うところが、課題になっているのではないかなと

思っております。

次に ページでございますけれども、一方でそ

れだけその期待をされている、ある種市場である

ということなんですけれども、ここで先ほど見て

いただきましたように、この 年ぐらい、実件数

としてはさほど大きく変動してきていない。大体

万ぐらいのところで、ずっと推移をしてきてい

ると。新築に比べると、それはある意味、非常に

安定的に 万がずっと続いているということなの

かもしれないんですけれども、逆になかなかその

万の壁というのが超えられないと、というよう

な見方もできます。いろいろ、なぜそういったな

かなか市場のほう、実数が増えてこないのかとい

うようなことで、課題としていわれていることが

ございますけれども、その中でも比較的よく言わ

れている、ご指摘を受けているようなことをまと

めたのが、 ページの負の連鎖という図でございま

す。上側に買い主の行動パターンであったり、下

側に売り主の行動パターンみたいなものを、ちょ

っと置いて、絵にしておりますけれども、まずそ

のよく言われておりますのは、真ん中の建物評価

のところですけれども、特にその既存住宅につき

ましては、築年数に応じた形で上物の査定という

ものがなされていると。よく言われるのが、その

年ぐらいで木造戸建てなんかですと、価値が

になっていくと、というような形での、直線の

年で になっていくというような査定の方法が、

割と一般的に行われていると、というようなこと
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を伺っております。

そうなってまいりますと、実際にどれだけちゃ

んとその住宅を手入れしてきたかとか、リフォー

ムしてきたかっていうようなことが、あまり反映

されないということでありまして、 年たつと、

実際の利用価値があってもなくても、実際の建物

の評価につながりにくいというような、そういっ

た評価が慣行として強いんではないかと、いうふ

うに言われておるところでございます。実際はそ

ういった建物評価を前提に、売り主と買い主がど

ういう行動になってくるのかっていうところが、

その上と下のところでありますけれども、例えば

下の売り主、物件の所有者の方にしてみますと、

せっかく一生懸命、今住んでいる住宅につきまし

ても、維持管理をしていく、リフォームをしてい

くというようなことをしても、次、また売るとき

に、それがちゃんと評価されないということにな

ってきますと、そういった一生懸命維持管理をす

るというような、インセンティブが生まれにくい

んではないかと、いうようなことでしたり、また

あわせて、どんだけちゃんとやってきたのかって

いうようなことの、情報提供をするインセンティ

ブというのも、生まれにくいと。またその実際に

売るときに、金融機関の担保評価というのも、連

動して上がらないということもありますので、結

局売ろうとしたときにも、住宅ローンがあまり付

かないと。結局住み替えができないと、といった

ようなこととか、というようなことで、こういっ

た建物の評価の問題などが、売り主に、一生懸命

維持管理をしようというようなインセンティブに

結び付いていないんではないか、というようなこ

とが、よくいわれております。

一方で、上の買い主の方につきましては、新し

く何か住宅を買おうとなったときに、新築と中古

住宅、どっちにしようかなということで選択をさ

れたときに、新築住宅であれば、いろいろと情報

が出てきますし、基本的には瑕疵担保の責任なん

かもついてくるので、ある程度安心感を持って購

入できると。一方でそれと比較して既存住宅を選

んでいったときに、まずそもそも物件の情報が、

あまり売り主のほうから適切に出てこないのでは

ないか。また当然、何年か住んで、築年数がたっ

ているものでありますので、隠れた不具合とか瑕

疵、そういったものがあるんじゃないかというよ

うな不安を抱えたまま、最終的にはやっぱり新築

にしようかなということで、新築住宅を買われて

しまうというような、そういった行動に結び付き

やすいんではないか、というふうにいわれていま

す。結果的にこういった売り主、買い主の行動が、

透明性の低い市場を、また招いてしまって、その

結果、建物の価値というところが、まだよく分か

らない透明性の低いので、もう築年数だけで、こ

の査定をしようかというところで、評価にまた結

び付いていってしまうというような、そういった

負の連鎖がこの市場にはあるのではないかという

ようなことがいわれております。実際に消費者の

かたがたに、そういったアンケートを採ってみた

結果が、 ページのところでございますけれども、

このアンケート、新築と中古住宅、どっちを買お

うかなということで、最終的に中古住宅のほう、

選択されなかった消費者のかたがたに、アンケー

トを採ったものでございます。

要はその新築住宅、最後なんで選んでしまった

んですか、というようなことの裏返しのアンケー

トになっておるわけですけれども、特にこの中で

も、赤枠のところで囲っていて、文字が小さくて

見づらいんですけれども、例えば隠れた不具合が

心配だったというような、アンケート結果であっ

たり、耐震性とか断熱性といったような、品質が

低そうだ、というようなアンケート結果であった

り、また給排水管路などの設備の老朽化が心配で

あるといったような理由であったりと、こういっ

たような実際の住宅の性能ですとか、品質、こう

いったものに関する不安感が、最終的に既存住宅

の購入のネックにしまったというような回答が、 、

割あるということでございます。やはりこういっ

た新築に比べると、本当に大丈夫なのかというよ

うな不安を払拭していかないと、なかなか既存住

宅を買われるというような消費者の行動につなが

ってきにくいのかな、ということがアンケートか

らも出ているかと思っております。

ちなみにこのアンケートの一番上にきているの

が、やはりその新築のほうが気持ちいいからと、

こういうことで、当たり前だよなと思うんですけ

れども、そういった回答が 割ぐらいあるという

ことでございます。ただこれは別に日本だけに限

った話ではなくて、欧米のかたがたなんかに聞い

てみても、新築と中古、どっちがいいといったと

きに、それは新築のほうが気持ちいいと答えるの

が多いっていうところが、これは別に日本特有の
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を伺っております。

そうなってまいりますと、実際にどれだけちゃ

んとその住宅を手入れしてきたかとか、リフォー

ムしてきたかっていうようなことが、あまり反映

されないということでありまして、 年たつと、

実際の利用価値があってもなくても、実際の建物

の評価につながりにくいというような、そういっ

た評価が慣行として強いんではないかと、いうふ

うに言われておるところでございます。実際はそ

ういった建物評価を前提に、売り主と買い主がど

ういう行動になってくるのかっていうところが、

その上と下のところでありますけれども、例えば

下の売り主、物件の所有者の方にしてみますと、

せっかく一生懸命、今住んでいる住宅につきまし

ても、維持管理をしていく、リフォームをしてい

くというようなことをしても、次、また売るとき

に、それがちゃんと評価されないということにな

ってきますと、そういった一生懸命維持管理をす

るというような、インセンティブが生まれにくい

んではないかと、いうようなことでしたり、また

あわせて、どんだけちゃんとやってきたのかって

いうようなことの、情報提供をするインセンティ

ブというのも、生まれにくいと。またその実際に

売るときに、金融機関の担保評価というのも、連

動して上がらないということもありますので、結

局売ろうとしたときにも、住宅ローンがあまり付

かないと。結局住み替えができないと、といった

ようなこととか、というようなことで、こういっ

た建物の評価の問題などが、売り主に、一生懸命

維持管理をしようというようなインセンティブに

結び付いていないんではないか、というようなこ

とが、よくいわれております。

一方で、上の買い主の方につきましては、新し

く何か住宅を買おうとなったときに、新築と中古

住宅、どっちにしようかなということで選択をさ

れたときに、新築住宅であれば、いろいろと情報

が出てきますし、基本的には瑕疵担保の責任なん

かもついてくるので、ある程度安心感を持って購

入できると。一方でそれと比較して既存住宅を選

んでいったときに、まずそもそも物件の情報が、

あまり売り主のほうから適切に出てこないのでは

ないか。また当然、何年か住んで、築年数がたっ

ているものでありますので、隠れた不具合とか瑕

疵、そういったものがあるんじゃないかというよ

うな不安を抱えたまま、最終的にはやっぱり新築

にしようかなということで、新築住宅を買われて

しまうというような、そういった行動に結び付き

やすいんではないか、というふうにいわれていま

す。結果的にこういった売り主、買い主の行動が、

透明性の低い市場を、また招いてしまって、その

結果、建物の価値というところが、まだよく分か

らない透明性の低いので、もう築年数だけで、こ

の査定をしようかというところで、評価にまた結

び付いていってしまうというような、そういった

負の連鎖がこの市場にはあるのではないかという

ようなことがいわれております。実際に消費者の

かたがたに、そういったアンケートを採ってみた

結果が、 ページのところでございますけれども、

このアンケート、新築と中古住宅、どっちを買お

うかなということで、最終的に中古住宅のほう、

選択されなかった消費者のかたがたに、アンケー

トを採ったものでございます。

要はその新築住宅、最後なんで選んでしまった

んですか、というようなことの裏返しのアンケー

トになっておるわけですけれども、特にこの中で

も、赤枠のところで囲っていて、文字が小さくて

見づらいんですけれども、例えば隠れた不具合が

心配だったというような、アンケート結果であっ

たり、耐震性とか断熱性といったような、品質が

低そうだ、というようなアンケート結果であった

り、また給排水管路などの設備の老朽化が心配で

あるといったような理由であったりと、こういっ

たような実際の住宅の性能ですとか、品質、こう

いったものに関する不安感が、最終的に既存住宅

の購入のネックにしまったというような回答が、 、

割あるということでございます。やはりこういっ

た新築に比べると、本当に大丈夫なのかというよ

うな不安を払拭していかないと、なかなか既存住

宅を買われるというような消費者の行動につなが

ってきにくいのかな、ということがアンケートか

らも出ているかと思っております。

ちなみにこのアンケートの一番上にきているの

が、やはりその新築のほうが気持ちいいからと、

こういうことで、当たり前だよなと思うんですけ

れども、そういった回答が 割ぐらいあるという

ことでございます。ただこれは別に日本だけに限

った話ではなくて、欧米のかたがたなんかに聞い

てみても、新築と中古、どっちがいいといったと

きに、それは新築のほうが気持ちいいと答えるの

が多いっていうところが、これは別に日本特有の

 

問題ではなくて、アメリカであろうが、イギリス

であろうが、そういう比べ方をすれば、それは新

築のほうがいいよねと、いう回答になるというこ

とでありますので、上位に来ているんですけれど

も、そんなにこれがだから多いからといって、だ

からどうなのか、というものでもないのかなと思

っております。むしろ例えば二つ目のところに、

このリフォーム費用などが割高になるという回答

を選んでいる方も、 割強ぐらいいらっしゃるんで

すけれども、ここなんか日本とアメリカのところ

で、割と市場の違いによって、このアンケートの

結果が変わってきたところなのかなと思っていま

す。よくアメリカなんかですと、あまりキャッシ

ュでお金を預金したりとか、現金で持つというこ

とではなくて、多分、その住宅の投資に当てる行

動を、アメリカの方なんかは取りやすいというこ

とを聞いたりします。結局そのお金がある程度蓄

積されてきたときに、それを預金化するのではな

くて、例えば高級家具かなんかを、何年かに一度

買って、それで住宅のスペックを上げていって、

最後それを売るときに、買ったときよりも、売る

ときのほうが価格が高くなるような形にして、売

っていくということで、そういったリフォームだ

とか、家具だとかにお金を預金化せずに、投資を

することによって、次、手放すときには、買った

ときよりも、さらに上値で売れるようにすると、

というようなことが結構アメリカなんかだと、そ

ういう行動のパターンを消費者の方がされると聞

いております。

そういう市場ができてきますと、当然そのリフ

ォームが割高になるという発想ではなくて、むし

ろリフォームをするとか、家具に投資をする、設

備に投資をするということが、次、売るときのプ

ラスの面に働いてくるということになりますので、

あまりそういうような割高になるっていうような

発想じゃなくなってくるのかな、と思うんですけ

れども。日本だと、やはりそういったような市場

がまだまだないということでありますので、リフ

ォームなんていうのは、お金が掛かるけれども、

売るときにはそれが反映されないと、だから割高

なんじゃないかっていうようなところで、こうい

ったアンケートの結果なんかも出てくるのではな

いかなと思っております。これまで見ていただい

たように、やはり既存住宅を買われる方の消費者

のかたがたの不安っていうのが、やはりその品質

面であったり、またその必要とするような情報が

出てこないと、いうところにありますので、それ

がしっかりと出てくるような市場を作っていくっ

ていうことが、一つの既存住宅を安心して売買し

ていただく。ついては、新築と中古を比べたとき

に、既存住宅のほうを購入しようというような判

断につながってくるということなのかと思ってお

るんですけれども、一方で、今見ていただいたよ

うに、なかなかそこのところというのが、まだま

だ不安が払拭できていないという環境があるんで

はないかと、いうことでございました。

一方で、じゃあ本当に最近建っているような住

宅についてが、 年とか 年で、価値が本当に

になるほど、悪い住宅ばかりなのかというと、特

に最近建っているような住宅については、建って

いる段階から、かなりスペックの高いものが建っ

ているというようななことになってきていますの

で、一昔前と比べると、その同じ中古住宅とか、

既存住宅といったときにも、一昔前といったとこ

ろの、そういった中古の物件というものに比べる

と、非常にものとしてはいいものというものが、

市場に流れてきているんではないかというのが、

ページのところで、少し見させていただいており

ます。一昔前の木造の戸建て住宅となると、かな

り 年とか 年たつと、老朽化が進んでしまっ

ているような住宅というのも、そこは多かったか

なと思っておるんですが、一方でその住宅関係の

法規制というものも、かなり 年、 年の間で、

いろんな変遷を遂げてきていまして、その中で、

もともと建ったときの性能というものが、良いも

のが増えてきているというのが、法制度の面から

もうかがい知れるのかなと思っております。よく

出てきますので、昭和 年の建築基準法の改正に

よって、旧耐震と新耐震が変わりましたね、とい

う話が、これ非常によく出てくる話かと思います。

年前に建っているものについては、旧耐震物件

ということで、今でも市場で、多分、旧耐震物件

というと、かなり価値が下がってしまうのかなと

思いますけれども、一つのメルクマールとしては、

その前なのか後ろなのか、なんていうのがあるか

と思います。

ただこれも昭和 年となりますと、築 年と

いうことになりますので、かなり前の住宅という

ことかなと思います。一方で、もう 個線を引く

とすると、平成 年、 年あたりに線が引ける
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んじゃないかなと、私は思っておりまして、この

年という年、なんの法律が施行されたかといい

ますと、いわゆる住宅品確法という法律。これが

平成 年に施行がされたということでございます。

ご覧のようにこの品確法ができまして、一つは建

物の性能の物差しであります、住宅性能表示制度、

これができたということ。それから特に、新築の

売り主であったり、請負人に対しましては、 年

間の瑕疵担保責任が、法定化されたということで

ありまして、構造部と防水部についての瑕疵担保

責任が法定化された。ですので、建てる段階から、

しっかりとしたものを作っていかないと、この瑕

疵担保責任が、追求を免れないということになる

ので、この品確法ができた以後の住宅については、

かなり建てる段階から、この瑕疵担保責任を意識

したような形での建築というものがなされるよう

になったということでございます。さらに平成

年になりますと、長期優良住宅法ができまして、

これはさらにワンスペック上のものということで、

長期優良住宅というものが、位置付け、法律上さ

れたということですので、そういったものが市場

の中でも一定程度、出てくるようになったという

こと。また、同じ年に住宅瑕疵担保履行法という、

この品確法をまさに手続き面から強化するという

ことで、生まれた法律でございますけれども、必

ずこの瑕疵担保責任が履行できるように、保険か

供託を事業所の方は、措置を講じてくださいとい

う法律ができましたけれども、これにあわせて、

そういったような裏付けができたとともに、保険

付きの住宅を選択されたときには、その保険がち

ゃんと付けられるように、建てる段階から設計施

工基準というものに、必ず遵守した形で建てない

と、保険が付けられませんよと。保険が付かなけ

れば売れないということになりますので、さらに

その安全面で、担保ができたような住宅が建つよ

うになってきたと、いうことでございまして、こ

ういったような法律の施行によって、かなり、今、

建っている、最近建っている住宅について、スペ

ックが上がってきているんではないかと思ってお

ります。この平成 年、ちょうどこれが築 年

ぐらいのものが、この中に入ってくるわけでござ

いますけれども、もう 年以内に建ったようなも

のというのは、こういったような法律のもとで、

建ってきているような住宅になっていますので、

適切な維持管理がなされた上で、中古の物件とい

うことで、売買がされれば、かなりそのスペック

としては、十分なものが市場に出てきているとい

うような状況なのかなと思っております。

ページから ページのところは、先ほど申し上

げました、品確法ですとか、長期優良法、それか

ら瑕疵担保の概要ということで、参考で付けさせ

ていただいております。一応、それぞれ見ていき

ますと、 ページが平成 年に施行がされました

住宅品確法の概要ということでございます。上の

ところに、品確法の 本柱とありますけれども、

先ほど申し上げましたような、性能の物差しであ

る住宅性能表示制度というのができたと。これに

よって性能表示も取っている住宅については、共

通の物差しで、性能が比べられるようになったと

いうことでございます。それから 番目が瑕疵担

保責任の特例ということでございまして、民法上

の瑕疵担保責任は付け外し自由でございますけれ

ども、特に新築の住宅については、物件も高額で

あると、また瑕疵があったときの消費者の保護を

強化しなければならないということもありまして、

構造部と防水部については、必ず 年間、瑕疵担

保責任を負ってくださいというような、特例が設

けられたということ。それから 番目は、あと『紛

争処理体制の整備』ということでありまして、こ

の①の性能評価を受けた住宅については、その後、

何かトラブルがあったときには、全国の弁護士会

が紛争処理機関となりまして、その仲裁だとか、

世話してくれるというような紛争処理体制が整備

されたというのが、この品確法の大きな三つの内

容ということでございます。

右のところに、この性能表示制度の実績という

ことで、それぞれ新築と、それから既存住宅、そ

れぞれの数字を書いております。新築につきまし

ては、昔は共同住宅を中心に、マンションを中心

に、この性能表示制度が使われていたんですけれ

ども、この次のページに出てきます、長期優良法

が施行されたあたりから、戸建て住宅で、長期優

良プラス、もう性能表示もあわせて取ってしまう

ということが割と増えてきたということでござい

まして、戸建ての利用というのが、結構この住宅

性能表示についても増えてきたということなって

おります。折れ線グラフが全体に占めるこの性能

表示制度の取得の割合ということですが、大体

割前後が、この性能表示を取っているという住宅

で、最近は推移してきているというところでござ
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んじゃないかなと、私は思っておりまして、この

年という年、なんの法律が施行されたかといい

ますと、いわゆる住宅品確法という法律。これが

平成 年に施行がされたということでございます。

ご覧のようにこの品確法ができまして、一つは建

物の性能の物差しであります、住宅性能表示制度、

これができたということ。それから特に、新築の

売り主であったり、請負人に対しましては、 年

間の瑕疵担保責任が、法定化されたということで

ありまして、構造部と防水部についての瑕疵担保

責任が法定化された。ですので、建てる段階から、

しっかりとしたものを作っていかないと、この瑕

疵担保責任が、追求を免れないということになる

ので、この品確法ができた以後の住宅については、

かなり建てる段階から、この瑕疵担保責任を意識

したような形での建築というものがなされるよう

になったということでございます。さらに平成

年になりますと、長期優良住宅法ができまして、

これはさらにワンスペック上のものということで、

長期優良住宅というものが、位置付け、法律上さ

れたということですので、そういったものが市場

の中でも一定程度、出てくるようになったという

こと。また、同じ年に住宅瑕疵担保履行法という、

この品確法をまさに手続き面から強化するという

ことで、生まれた法律でございますけれども、必

ずこの瑕疵担保責任が履行できるように、保険か

供託を事業所の方は、措置を講じてくださいとい

う法律ができましたけれども、これにあわせて、

そういったような裏付けができたとともに、保険

付きの住宅を選択されたときには、その保険がち

ゃんと付けられるように、建てる段階から設計施

工基準というものに、必ず遵守した形で建てない

と、保険が付けられませんよと。保険が付かなけ

れば売れないということになりますので、さらに

その安全面で、担保ができたような住宅が建つよ

うになってきたと、いうことでございまして、こ

ういったような法律の施行によって、かなり、今、

建っている、最近建っている住宅について、スペ

ックが上がってきているんではないかと思ってお

ります。この平成 年、ちょうどこれが築 年

ぐらいのものが、この中に入ってくるわけでござ

いますけれども、もう 年以内に建ったようなも

のというのは、こういったような法律のもとで、

建ってきているような住宅になっていますので、

適切な維持管理がなされた上で、中古の物件とい

うことで、売買がされれば、かなりそのスペック

としては、十分なものが市場に出てきているとい

うような状況なのかなと思っております。

ページから ページのところは、先ほど申し上

げました、品確法ですとか、長期優良法、それか

ら瑕疵担保の概要ということで、参考で付けさせ

ていただいております。一応、それぞれ見ていき

ますと、 ページが平成 年に施行がされました

住宅品確法の概要ということでございます。上の

ところに、品確法の 本柱とありますけれども、

先ほど申し上げましたような、性能の物差しであ

る住宅性能表示制度というのができたと。これに

よって性能表示も取っている住宅については、共

通の物差しで、性能が比べられるようになったと

いうことでございます。それから 番目が瑕疵担

保責任の特例ということでございまして、民法上

の瑕疵担保責任は付け外し自由でございますけれ

ども、特に新築の住宅については、物件も高額で

あると、また瑕疵があったときの消費者の保護を

強化しなければならないということもありまして、

構造部と防水部については、必ず 年間、瑕疵担

保責任を負ってくださいというような、特例が設

けられたということ。それから 番目は、あと『紛

争処理体制の整備』ということでありまして、こ

の①の性能評価を受けた住宅については、その後、

何かトラブルがあったときには、全国の弁護士会

が紛争処理機関となりまして、その仲裁だとか、

世話してくれるというような紛争処理体制が整備

されたというのが、この品確法の大きな三つの内

容ということでございます。

右のところに、この性能表示制度の実績という

ことで、それぞれ新築と、それから既存住宅、そ

れぞれの数字を書いております。新築につきまし

ては、昔は共同住宅を中心に、マンションを中心

に、この性能表示制度が使われていたんですけれ

ども、この次のページに出てきます、長期優良法

が施行されたあたりから、戸建て住宅で、長期優

良プラス、もう性能表示もあわせて取ってしまう

ということが割と増えてきたということでござい

まして、戸建ての利用というのが、結構この住宅

性能表示についても増えてきたということなって

おります。折れ線グラフが全体に占めるこの性能

表示制度の取得の割合ということですが、大体

割前後が、この性能表示を取っているという住宅

で、最近は推移してきているというところでござ

 

います。それから、実はあまり知られていないと

いったらあれなんですけれども、この性能表示制

度、新築以外にも既存住宅についても、その性能

表示制度が実はございまして、それが下のグラフ

なんですけれども、かなり実は件数少なくて、累

計でもまだ 個に満ちていないというぐらい、

利用の実績が少ない制度になっております。新築

に比べると、既存住宅の性能表示の項目が、これ

まで少なかったということがありまして、特に劣

化等級だとか、省エネ系の項目というのが、既存

住宅の場合は項目としてなかったので、その項目

がないので、あまり使ってもメリットがないとい

うようなところもあって、そういったようなのも、

一つの要因として、あまり利用が進んでこなかっ

たという背景がございます。

ただこの既存住宅の性能表示制度につきまして

も、そういった必要な項目を追加しようというよ

うな検討が、これまで進められてきまして、平成

年度からは、先ほど申し上げたような劣化対策

等級ですとか、省エネにかかるような等級、こう

いった項目についても、既存住宅の性能表示制度

の中で、表示がされるようになりましたので、こ

ういったことを踏まえながら、既存住宅の性能表

示制度についても、これから利用拡大させていき

たいなということで、国としても今、取り組んで

いるところでございます。それから ページが長

期優良法の概要でございます。こちら 年に施行

ということでございまして、ここのところも上に

ありますけれども、新たに長期優良住宅という、

新しいスペックの住宅を作りまして、一定の認定

基準に満ちているものについては、長期優良住宅

ということで、売り出すことができると、それに

対して、その認定を受けた住宅については、税制

であったり、融資であったりというような優遇措

置が講じられると、補助制度が適用されるという

ようなことで、いいスペックのものについては、

それ相応の優遇措置を講じましょうということで、

できた法律でございます。こちらも下のところに、

これまでの実績書いておりますが、主に戸建ての

ほうが利用が多くなっていまして、左側の左下が

戸建て住宅の認定の実績ですけれども、大体戸建

ての 割強ぐらいが、この長期優良の認定を受け

ている住宅ということになっております。一方で

マンションとかの共同住宅については、 パーセン

ト未満ということで、かなり全体に占める長期優

良住宅の割合というのは、低い状況になっていま

して、いろいろ要因があるというふうには聞いて

いますけども、一つはその耐震性を結構確保する

のが難しかったりするというようなことで、免震

でもないと、なかなか取れないという話も聞いて

いますので、戸建てに比べると、ちょっとマンシ

ョンのほうがハードルが高いのかということもあ

って、ちょっと利用のほうが少ないという状況に

なっております。

こちらについても、今、新築の数字を見ていた

だいておりますが、これまでは既存住宅を改良す

ることによって、長期優良住宅の認定を受けると

いうような基準がなかったものだったので、全部

新築住宅の長期優良住宅しかなかったんですけれ

ども、こちらについても、今ある既存住宅を、一

定の増築とか改築をしていただくことによって、

スペックを上げていただいて、一定の基準に達す

れば、それも長期優良住宅として認めましょうと

いうことで、既存住宅用の基準が、この平成 年

度にできまして、現行制度化では、そういった既

存住宅を増築、改築することによって、長期優良

住宅化するということが、制度上できるようにな

ってきております。最後、 ページのところが住宅

瑕疵担保履行法ということでございまして、これ

はいわゆる『姉歯事件』といわれるような、構造

計算書の偽装問題が起こりまして、そのことによ

って品確法で守るべき瑕疵担保責任が、必ずしも

事業者の資力状況によっては、適切に履行されな

いというような事案が発生しうるということが、

非常に大きな社会問題になりましたので、そうな

らないようにするために、事業者のかたがたには、

あらかじめ瑕疵担保責任が負えるような資力の確

保をしていただくという観点で、法律が作られた

ものということでございます。具体的には、ご案

内のことかと思いますが、新築住宅を建てられる

際には、一定の金額を供託するか、もしくは一戸

ごとに保険に付けていただくということが、この

法律によって義務付けられることになりまして、

先ほど申し上げましたように、この保険のほうを

選択されたときには、保険が付けられるちゃんと

した住宅かということを検査するということで、

一定の基準に合致したような形で建てていただか

ないと保険が付けられないということになりまし

て、実質的にはこの法律の施行によって、かなり

の住宅については、さらにスペックが上がったと
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いうような、そういった副次的な効果も出てきて

いるということでございます。

今、見ていただきましたように、いくつかの法

改正、もしくは法律の制定で、既存住宅の実際の

建ってるもののスペックについては、順次上がっ

てきたというような状況でございました。あとは

これをしっかりと維持管理をしていただきながら、

また取引につなげていっていただくと、いうよう

な、そういったようなことを、市場の中で、うま

い循環のサイクルの中で、やっていただけるよう

な環境を作っていくことによって、既存住宅の市

場というものが、活性化していくんではないかと

いうことでございます。 ページのところは、そう

いったもの、施策としての概念図として、まとめ

たものでございますけれども、既存住宅であった

り、また既存住宅売買されるときには、ほぼ合わ

せて、リフォームもされるということでございま

すので、そのリフォームの市場であったり、そう

いったものを活性化するためには、全体としてど

ういうような方向性で施策を講じていかなければ

ならないか、ということで、まとめたものでござ

います。大きく、この絵の中で、左側が居住段階、

住んでいる段階からやっていただく施策。右側の

ところが、じゃあ次、それを売却しようと、取引

しようとしたところで講じていく施策ということ

で、大きく分けています。左側の居住段階のとこ

ろですが、適切な維持管理を実施していただくと

いうことで、定期的にメンテナンスをしていただ

いたり、またその結果を記録として保存していた

だくというようなことを通じて、必要な時期が来

たら、適切にリフォームも実施していただいて、

そこのスペックが落ちないようにするような管理

をやっていただくということが、必要なのではな

いかということが、この左側のところで書いてい

る内容になっております。

一方で、こういう形で、しっかりとメンテナン

スをしてリフォームをしていただいたものを、次、

右側のところで、次の世代のかたがたに売却をす

るというような場面に来たときには、そういった

維持管理の内容だとか、リフォームしてきたとい

う内容についてを、しっかりと買い主のかたがた

に、情報として伝達をしていってあげるというこ

とが必要だろうということでございます。そのと

きに非常に効果があるんではないかということで、

ここに書かせていただいているのが、いわゆるイ

ンスペクションと、建物の現状の状況を検査をし

まして、調査をしまして、その結果を適切にちゃ

んと買い主のかたがたに提供をしていくと、ちゃ

んとした住宅ですよということを、スペックとし

て、ちゃんとお示しができるようにするようなこ

とをやっていただきながら、さらに安心の取引を

していただくためには、そういった欠陥を踏まえ

た形で、保険も付けていただくというようなこと

をやっていただく。また、そういった形で、その

住宅のスペックが見える化がされたんであれば、

その建物の状況に応じた形で、価格もちゃんと付

けていただくと。個々の住宅の性能とか、管理の

状況に応じた形で、適切な価格が付いていくとい

うようなことを通じて、適切な取引がどんどんな

されていくというようなことを、サイクルで循環

的にやっていただくことによって、既存住宅とか、

リフォームの市場というものが、より活性化して

いくんではないかということでございます。

特に今回、その宅建業法の改正の中で目指した

のが、特に宅建業者のかたがた、どちらかという

と、画面右側の売却の場面で力を発揮いただく事

業者のかたがたということでございますので、こ

の取引の中で、そういった建物が今、状況がどう

なっているかっていうことを、見える化するため

のインスペクションであったり、またそれに基づ

いた保険に入っていただくというようなことを、

支援をしていただくってことを通じて、宅建業法

のかたがたが、こういった既存住宅の取引に対し

て、いろいろと役割を発揮していっていただきた

いということで、今回の改正につながっていくと

いうものでございます。中身はまたのちほど、触

れさせていただきますが、今回はそういったイン

スペクションというものを、宅建業法取引の中で

組み込んでいくということを念頭に置いて作られ

た、その改正であるということでございます。そ

れから ページ目以降のところは、ちょっと周辺

の状況の話なんかになってくるんですけれども、

実は政府の中でもそういったいろいろな取り組み

だとかって、これまでやってまいりましたが、国

交省以外でも政府全体として、もしくは与党の中

でも、そういった中古住宅市場を、いかに活性化

していくかってことは、かなり大きなテーマとし

て、これまでも取り上げられてきたものでござい

まして、ちょっとその例えば与党の中で、どうい

う議論がされてきたかですとか、政府全体として
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いうような、そういった副次的な効果も出てきて

いるということでございます。

今、見ていただきましたように、いくつかの法

改正、もしくは法律の制定で、既存住宅の実際の

建ってるもののスペックについては、順次上がっ

てきたというような状況でございました。あとは

これをしっかりと維持管理をしていただきながら、

また取引につなげていっていただくと、いうよう

な、そういったようなことを、市場の中で、うま

い循環のサイクルの中で、やっていただけるよう

な環境を作っていくことによって、既存住宅の市

場というものが、活性化していくんではないかと

いうことでございます。 ページのところは、そう

いったもの、施策としての概念図として、まとめ

たものでございますけれども、既存住宅であった

り、また既存住宅売買されるときには、ほぼ合わ

せて、リフォームもされるということでございま

すので、そのリフォームの市場であったり、そう

いったものを活性化するためには、全体としてど

ういうような方向性で施策を講じていかなければ

ならないか、ということで、まとめたものでござ

います。大きく、この絵の中で、左側が居住段階、

住んでいる段階からやっていただく施策。右側の

ところが、じゃあ次、それを売却しようと、取引

しようとしたところで講じていく施策ということ

で、大きく分けています。左側の居住段階のとこ

ろですが、適切な維持管理を実施していただくと

いうことで、定期的にメンテナンスをしていただ

いたり、またその結果を記録として保存していた

だくというようなことを通じて、必要な時期が来

たら、適切にリフォームも実施していただいて、

そこのスペックが落ちないようにするような管理

をやっていただくということが、必要なのではな

いかということが、この左側のところで書いてい

る内容になっております。

一方で、こういう形で、しっかりとメンテナン

スをしてリフォームをしていただいたものを、次、

右側のところで、次の世代のかたがたに売却をす

るというような場面に来たときには、そういった

維持管理の内容だとか、リフォームしてきたとい

う内容についてを、しっかりと買い主のかたがた

に、情報として伝達をしていってあげるというこ

とが必要だろうということでございます。そのと

きに非常に効果があるんではないかということで、

ここに書かせていただいているのが、いわゆるイ

ンスペクションと、建物の現状の状況を検査をし

まして、調査をしまして、その結果を適切にちゃ

んと買い主のかたがたに提供をしていくと、ちゃ

んとした住宅ですよということを、スペックとし

て、ちゃんとお示しができるようにするようなこ

とをやっていただきながら、さらに安心の取引を

していただくためには、そういった欠陥を踏まえ

た形で、保険も付けていただくというようなこと

をやっていただく。また、そういった形で、その

住宅のスペックが見える化がされたんであれば、

その建物の状況に応じた形で、価格もちゃんと付

けていただくと。個々の住宅の性能とか、管理の

状況に応じた形で、適切な価格が付いていくとい

うようなことを通じて、適切な取引がどんどんな

されていくというようなことを、サイクルで循環

的にやっていただくことによって、既存住宅とか、

リフォームの市場というものが、より活性化して

いくんではないかということでございます。

特に今回、その宅建業法の改正の中で目指した

のが、特に宅建業者のかたがた、どちらかという

と、画面右側の売却の場面で力を発揮いただく事

業者のかたがたということでございますので、こ

の取引の中で、そういった建物が今、状況がどう

なっているかっていうことを、見える化するため

のインスペクションであったり、またそれに基づ

いた保険に入っていただくというようなことを、

支援をしていただくってことを通じて、宅建業法

のかたがたが、こういった既存住宅の取引に対し

て、いろいろと役割を発揮していっていただきた

いということで、今回の改正につながっていくと

いうものでございます。中身はまたのちほど、触

れさせていただきますが、今回はそういったイン

スペクションというものを、宅建業法取引の中で

組み込んでいくということを念頭に置いて作られ

た、その改正であるということでございます。そ

れから ページ目以降のところは、ちょっと周辺

の状況の話なんかになってくるんですけれども、

実は政府の中でもそういったいろいろな取り組み

だとかって、これまでやってまいりましたが、国

交省以外でも政府全体として、もしくは与党の中

でも、そういった中古住宅市場を、いかに活性化

していくかってことは、かなり大きなテーマとし

て、これまでも取り上げられてきたものでござい

まして、ちょっとその例えば与党の中で、どうい

う議論がされてきたかですとか、政府全体として

 

は、どういうような位置付けがされてきたかって

いうようなところを、簡単にご紹介させていただ

くために、付けている資料でございます。

まず ページでございますけれども、これは自

民党の中で中古住宅市場、活性化に向けた提言と

いうものが、昨年の 月に党の取りまとめとして

出されております。 ページの上半分のところは、

今、申し上げてきたような話が書いてありまして、

今の市場の課題って何なんだろうとか、それを踏

まえて、今の中古市場の現状ってどういうことな

んだろうというようなことも、まとめて書いてお

ります。党としてはそれに対して、市場の活性化

に向けた八つの提言ということで、提言をいただ

いて、取りまとめをいただいておりまして、 から

ということで、いくつかあるんですけれども、中

でも提言の というところで、自民党の中でも提

言の中で、先ほど申し上げたようなインスペクシ

ョンですとか、保険。こういったものをうまく活

用しながら、売り主と買い主との間で、この情報

の非対称性が生まれてきているようなものを、解

消していきましょうと。そういうような新たな市

場環境だとか、取引ルールを整備していきましょ

うというようなことを提言として党としてもまと

めていただいているところでございます。赤字の

ところが、その提言の中で実際に書かれている文

章の一部、抜粋したところでございますけれども、

インスペクションの実施ですとか、瑕疵保険への

加入の有無。こういったものを宅建業法上の重要

事項説明の項目として、追加、明確化を検討する

というようなことを、党の提言としてもまとめて

いただいておりまして、こういった内容も踏まえ

て、今回の宅建業法の改正につながってきたとい

うことでございます。

それから、今のはその与党関係の話でございま

したけれども、政府全体の取りまとめの中でも、

いくつかそういったものが書き込まれております。

まず ページは、これ昨年の日本再興戦略とか、

骨太方針です。今年のやつは、またのちほど出て

きますけれども、昨年の 月に閣議決定がされた

ときの再興戦略などの記述になっておりますけれ

ども、こちらの中にも、先ほどの党の提言を踏ま

えたような形で、赤字の箇所でございますが、そ

の国会にインスペクションの活用などを促進する

ための、宅建業法の改正といったようなものをや

っていくべきだというようなことが、政府の閣議

決定文書の中でも、昨年盛り込まれていたところ

でございます。それから 、 、 ページにつき

ましては、これは住生活基本計画の概要資料を少

し付けさせていただいております。住生活基本計

画につきましては、今回 回目の改訂をしたとい

うことでありまして、最初に作ったのが平成 年。

そこから第 期目のが平成 年ということで、今

回その 期目の住生活基本計画ということで、先

般 月 日に、新しいその住生活基本計画という

ものが閣議決定をされております。この中でも、

まず ページというのが、今の住宅不動産市場の

現状ですとか、今後 年間の課題として、どうい

ったものがあるかというものを、まとめた資料に

なっていますけれども、この中で というところ

で、リフォームとか既存住宅流通、こういった住

宅ストック活用型市場への展開の遅れということ

が、まず課題として上げられているということで

ございます。

それを踏まえて、この新しい住生活基本計画で

は、三つの視点と八つの目標という形で、施策を

分類分けされていまして、中でも二つ目の視点、

住宅ストックからの視点という中に、目標の と

いうところで、住宅すごろくを超える『住宅すご

ろくを超える新たな住宅循環システムの構築』と

いうのが目標として掲げられております。具体的

に何なのかっていうのが、その次の ページです

けれども、この住宅すごろくを超える、新たな住

宅循環システムの構築っていうことで、これまで

よく住宅すごろくというようなことも言われてお

りましたけれども、最終的には新築住宅購入する

のがあがりということで、そこを目指して、賃貸

住宅からスタートして、ステップアップして、最

後新築住宅を買っておしまいというようなことが、

割とサラリーマンの目標的なようなところがあっ

たかと思うんですけれども、そこで終わりじゃな

いんですよと。新築買って、さらにそれを今度ま

た、流通に戻していくんだというような、建てた

ら壊して終わりなんではなくて、建てたらそれを

循環にまた戻していくんだというようなところを、

目標としてもっていかなきゃいけないということ

で、掲げられた目標ということでございます。で

すので、先ほど申し上げたように建てたのが、ち

ゃんと維持管理をしていただいて、中古住宅、既

存住宅として、また次の世代の方に受け継いでい

くというようなことを、市場の中にどんどん根付
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かせていきたいというようなことで、書かれてい

る部分ということでございます。

その中に、左の下のところに『基本的な施策』

ということで、それを実現するために何をするだ

ということが、いくつか書いてありますけれども、

こういったところにもう、例えば の①というと

ころで、『建物状況調査（インスペクション）、住

宅瑕疵保険等を活用した品質確保』というような

ことであったり、②のところで、『建物状況調査（イ

ンスペクション）の人材育成や非破壊検査活用等

による検査の質の確保・向上』といったようなこ

とであったり、こういったところで、建物の品質

だとか状況というものを、的確に判断できるよう

なインスペクションというものを、しっかり市場

に根付かせていこう、またそれができる人材を確

保していこうということが、住生活基本計画とい

う計画の中でも位置付けがなされているというこ

とでございます。それから最後 ページでござい

ますけれども、先ほど昨年の再興戦略と骨太方針

を見ていただきましたけれども、今年の 月に閣

議決定されました、一番新しい再興戦略であった

り、骨太の方針におきましても、やはりそういっ

た既存住宅市場、リフォーム市場の活性化という

文脈の中で、いろいろなことが書き込まれており

ます。中でもちょっと赤字になっているところで

ございますけれども、先ほど住生活基本計画の中

でも、似たような表現がございましたけれども、

『建物状況調査（インスペクション）や瑕疵保険

等を活用した質の確保を促進する。』ということを、

政府としてあげて、取り組んでいかなければなら

ないということで、記載がされているということ

でございます。

こういったような形で、既存住宅市場広げてい

こうと、そのために何をじゃあやっていかなけれ

ばならないんだといったところで、インスペクシ

ョンだとか、保険といったようなものを、しっか

りと伸ばしていくっていうことが、全体の政策の

方向性として、位置付けがされているということ

でございまして、次の ページ以降のところでは、

そういったインスペクションとか保険というもの

が、どういった取り組みであったり、またどうい

った現状、状況になっているのかというところを、

少し資料でご説明させていただこうと思います。

まずめくっていただきまして、 ページでござい

ます。インスペクションとは、ということでござ

います。先ほど建物状況調査という、日本語とと

もにインスペクションという言葉を使われており

ましたけれども、これまで割と不動産の業界では、

インスペクションという言葉が比較的多く使われ

てきていたのかなと思っています。今回その宅建

業法の改正の中で、こういったインスペクション

というのを、今回位置付けをしたときに、じゃあ

日本語に訳すとなんなんだっていうことが、法律

作るときに議論になりまして、法律上の文言とし

ては、建物状況調査という言葉を、宅建業法の中

では使わせていただいております。ですので、ち

ょっとこの資料の中でもインスペクションという

言葉と、建物状況調査という言葉が並記されたり、

もしくはそれぞれが単独で使われていたりと、ち

ょっと表記がゆれがあるかもしれませんけれども、

いずれも同じものだと思って聞いていただければ

と思います。

まず ページ、その『インスペクションとは』

ということでありますけれども、先ほど来出てき

ましたインスペクションと、建物の現況を調査し

ていくというような、そういったサービスでござ

いますけれども、一般的に行われているインスペ

クションってなんなんだっていうのが、この ペ

ージのところで、簡単にまとめております。まず

上の枠の中、そのまま読み上げではありますけれ

ども、『専門的な知見を有する者が、建物の基礎、

外壁等の部位ごとに生じているひび割れ、雨漏り

等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測

等により調査するもの。』というようなことで位置

付けられていることが、一般的かなということで

ございます。インスペクションというもの自体が、

何か例えば法律があって位置付けがあるもんなの

かというと、現状インスペクションというものに

関する法律というのはございません。インスペク

ションの基本法とか、インスペクションのための

法律みたいなのはなくて、一般的にはこういうこ

とを指しているということでございます。いくつ

かそのポイントがありまして、一つは誰が実施す

るんだという話でして、ここでは『専門的な知見

を有する者が』としておりますけれども、一般に

多いのは建築士の方が市場ではやられていること

が多いのかと思っております。あとは建築施工管

理技士の方が、その他をやられていたりというこ

とで、いずれにしても建築面、もしくは設計面と

いったところで、ある程度の知見を持っている方
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かせていきたいというようなことで、書かれてい

る部分ということでございます。

その中に、左の下のところに『基本的な施策』

ということで、それを実現するために何をするだ

ということが、いくつか書いてありますけれども、

こういったところにもう、例えば の①というと

ころで、『建物状況調査（インスペクション）、住

宅瑕疵保険等を活用した品質確保』というような

ことであったり、②のところで、『建物状況調査（イ

ンスペクション）の人材育成や非破壊検査活用等

による検査の質の確保・向上』といったようなこ

とであったり、こういったところで、建物の品質

だとか状況というものを、的確に判断できるよう

なインスペクションというものを、しっかり市場

に根付かせていこう、またそれができる人材を確

保していこうということが、住生活基本計画とい

う計画の中でも位置付けがなされているというこ

とでございます。それから最後 ページでござい

ますけれども、先ほど昨年の再興戦略と骨太方針

を見ていただきましたけれども、今年の 月に閣

議決定されました、一番新しい再興戦略であった

り、骨太の方針におきましても、やはりそういっ

た既存住宅市場、リフォーム市場の活性化という

文脈の中で、いろいろなことが書き込まれており

ます。中でもちょっと赤字になっているところで

ございますけれども、先ほど住生活基本計画の中

でも、似たような表現がございましたけれども、

『建物状況調査（インスペクション）や瑕疵保険

等を活用した質の確保を促進する。』ということを、

政府としてあげて、取り組んでいかなければなら

ないということで、記載がされているということ

でございます。

こういったような形で、既存住宅市場広げてい

こうと、そのために何をじゃあやっていかなけれ

ばならないんだといったところで、インスペクシ

ョンだとか、保険といったようなものを、しっか

りと伸ばしていくっていうことが、全体の政策の

方向性として、位置付けがされているということ

でございまして、次の ページ以降のところでは、

そういったインスペクションとか保険というもの

が、どういった取り組みであったり、またどうい

った現状、状況になっているのかというところを、

少し資料でご説明させていただこうと思います。

まずめくっていただきまして、 ページでござい

ます。インスペクションとは、ということでござ

います。先ほど建物状況調査という、日本語とと

もにインスペクションという言葉を使われており

ましたけれども、これまで割と不動産の業界では、

インスペクションという言葉が比較的多く使われ

てきていたのかなと思っています。今回その宅建

業法の改正の中で、こういったインスペクション

というのを、今回位置付けをしたときに、じゃあ

日本語に訳すとなんなんだっていうことが、法律

作るときに議論になりまして、法律上の文言とし

ては、建物状況調査という言葉を、宅建業法の中

では使わせていただいております。ですので、ち

ょっとこの資料の中でもインスペクションという

言葉と、建物状況調査という言葉が並記されたり、

もしくはそれぞれが単独で使われていたりと、ち

ょっと表記がゆれがあるかもしれませんけれども、

いずれも同じものだと思って聞いていただければ

と思います。

まず ページ、その『インスペクションとは』

ということでありますけれども、先ほど来出てき

ましたインスペクションと、建物の現況を調査し

ていくというような、そういったサービスでござ

いますけれども、一般的に行われているインスペ

クションってなんなんだっていうのが、この ペ

ージのところで、簡単にまとめております。まず

上の枠の中、そのまま読み上げではありますけれ

ども、『専門的な知見を有する者が、建物の基礎、

外壁等の部位ごとに生じているひび割れ、雨漏り

等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測

等により調査するもの。』というようなことで位置

付けられていることが、一般的かなということで

ございます。インスペクションというもの自体が、

何か例えば法律があって位置付けがあるもんなの

かというと、現状インスペクションというものに

関する法律というのはございません。インスペク

ションの基本法とか、インスペクションのための

法律みたいなのはなくて、一般的にはこういうこ

とを指しているということでございます。いくつ

かそのポイントがありまして、一つは誰が実施す

るんだという話でして、ここでは『専門的な知見

を有する者が』としておりますけれども、一般に

多いのは建築士の方が市場ではやられていること

が多いのかと思っております。あとは建築施工管

理技士の方が、その他をやられていたりというこ

とで、いずれにしても建築面、もしくは設計面と

いったところで、ある程度の知見を持っている方

 

がやられていることが、サービスとして多いのか

なと。

次に 番目として、どういう部位について行う

ものが多いのかということでございますけれども、

基礎、外壁といったようなところでございまして、

左下のところに、『対象部位の例』として書いてあ

りますけれども、『構造耐力上主要な部分』として

『基礎・壁・柱』それから、 番として『雨水の浸

入を防止する部分：屋根・外壁・開口部』という

ことで、実はこういったインスペクションを行っ

ている部位というのが、先ほど見ていただいた住

宅品確法であったり、また瑕疵担保履行法によっ

て、その保険が付けられていたりするような部位

と、ほとんど一致しております。そういったよう

な、いうならば瑕疵担保責任を負うような、重要

な部位であったり、住んでる方にとってみても、

それが住宅として住むにあたっての安全性を、必

ず確保しなければならないような部位については、

もれなくやっていただくというようなことで、品

確法の対象の部位なんかと、インスペクションの

部位というのは、ほぼ一致しているということで

ございます。それからどういう方法によってやる

のか、というのが最後 点目でございますけれど

も、『目視、計測等によって調査をする』というこ

とでありまして、当然その調査のやり方、いろい

ろあるわけですけれども、本当に細部にわたって

まで検査をしようとすると、かなり高度な機器な

んかも使いながら、検査をするということは、今

の技術上可能ではありますけれども、一方で時間

であったりコストが掛かると、いうことでありま

すので、それだけ念入りにお金も掛けて、時間か

けてやれば、それだけ正確な結果が出てきますけ

れども、ただあまりお金が掛かり過ぎると、そこ

のところで売買のために 万も 万も調査に

掛けるというのも、なかなかコストのバランス的

によくないというところもあるので、割と多く使

われているのは、目視プラス簡単な計器を使った

計測ぐらいで、 、 時間ぐらいできるような調査

をすることによって、ある程度の不具合の事象だ

とか、劣化の事象というものを把握していこうと

いうことで、少し割と簡易な方法を中心に使いな

がら、調査をするというようなことが市場では多

く行われているということでございます。

右のところにイメージということで、例えば計

器を使うとしても、いわゆる水平器と呼ばれるよ

うなものを使って傾きを測ったり、クラックにつ

いては、クラックスケールといわれるような透明

の物差しみたいなやつで、このクラック幅を計測

したりとか、こういったようなことで、調査をさ

れるっていうことが多いということでございます。

こうしたインスペクションといわれるサービスで

ございますが、どういうような経緯の中で、こう

いったものが国の政策としても出てきたのかって

いうのをまとめたのが、 ページでございます。

ちょっと経緯を遡っていくと、一番最初のところ

は、あまりインスペクションと、それ自体あまり

関係ないようなところからスタートするんですけ

れども、その平成 年の住宅品確法ができました

という話を、先ほどさせていただきました。この

ときに繰り返しになりますけれども、基本的な構

造部については、売り主請負人が瑕疵担保責任を

年間負いますよというような義務付けが、平成

年になされました。その後に先ほども出てきた

平成 年、いわゆる『姉歯事件』といわれるよう

な、大きな社会問題が発覚しまして、せっかくの

こういった瑕疵担保責任も、資力を持っていない

とちゃんと履行されないということで、事業者の

ほうが十分な資力を持っていないと、住宅購入者

が不安定な状況におかれるというような社会問題

が発覚をし、これに対応するような形で平成 年

に住宅瑕疵担保履行法という法律ができましたっ

ていうことは、先ほど申し上げた流れのとおりで

ございます。

この住宅瑕疵担保履行法という法律ができた際

に、先ほど申し上げたように供託をするか、保険

を付けるかという判断が、住宅供給者の事業者の

かたがたには、そのどちらかを選択するというよ

うなことになったわけでありますけれども、その

際に保険という、このときの制度が、法律の中で

新しくできたということでございます。これまで

のこの瑕疵担保履行法ができる前からも、任意の

保証制度として、そういった住宅の瑕疵の保証す

るようなサービスというものは、市場ではあった

わけでございますけれども、瑕疵担保履行法がで

きたときを契機に、法制度としてそういった新築

住宅用の保険制度というものが、位置付けがなさ

れました。その際に、こういった保険を取り扱う

専門の保険法人というものが、指定法人という形

でできまして、保険の引き受け手というものが、

法律上、ちゃんとした位置付けがなされるように
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なって、もともとは新築住宅を対象とした保険を

やっていただくということで、この制度はスター

トしたんですけれども、一方でそこでいろいろな

技術者であったり、検査技術であったり、保険の

引き受けるためのプラットフォームができたりと

いうことで、保険という観点で見たときに、新築

を念頭にできた制度だったんですけれども、そこ

ができた、ある種そのインフラを、他の例えば既

存住宅の取引であったり、リフォームであったり、

マンションの大規模修繕であったり、こういった

他の取引においても、同じような保険制度を作る

ことができるんじゃないかと、というような議論

がその後ございまして、新築以外にも、既存住宅

についての売買の保険制度というものも、あわせ

てこの瑕疵担保履行法の制定後に、商品として市

場で出てくるようになったっていうのが、平成

年とか 年のところに書いてある内容でございま

す。

ですので、もともとは新築住宅のためにスター

トしたような制度ではあったんですけれども、結

果的にそこでできたいろいろな制度インフラを使

って、既存住宅の保険というものも作っていこう

ということで、 年、 年ぐらいのところで、あ

る種そういった環境が整いまして、この既存住宅

用の保険を作ったときに、既存住宅の保険を引き

受けるにあたって、ある程度やはりリスクがあり

ますので、保険法人側が保険を引き受けるにあた

って、その住宅がある程度不具合がないかどうか

というのを、確認した上で、保険の引き受けをす

るということをしないと、保険上のリスクが高ま

ってしまうということがありましたので、この既

存の保険を作るときに、あわせて既存住宅の検査

の基準というものが、保険の制度としてできたと

いうのが、この 年、 年ぐらいの内容でござい

ます。このある種、保険を作ろうとしたときに、

そういった中古用の検査の基準というものができ

ましたので、今度それをさらに保険用ではなくて、

さらに市場で使えるようなインスペクションとい

う形で、その基準を転用していこうというような

ことになりまして、平成 年にもともと保険用に

作った検査基準をベースにしたような、インスペ

クションのガイドラインというものを、国交省の

ほうで取りまとめをして、公表をしたというよう

な経緯になっております。

そしてさらに平成 年には、先ほど見ていただ

いたように、こういったインスペクションのガイ

ドラインを国なんかでも示しながら、さらにその

インスペクションというものも活用を進めていく

ために、住生活基本計画というような国の計画の

中でもインスペクションというものを位置付けて

いくということになりまして、最終的には今回宅

建業法の改正という形で、さらにつながってくる

と、こういうような取り組みの経緯をたどってき

たんだということでございます。それから ペー

ジから、あと ページぐらいのところは、先ほど、

建物状況調査、少し写真も見ていただきましたけ

れども、もう少し詳しく、いくつか写真を付けて、

イメージをわきやすいように付けているものでご

ざいます。まず ページがその建物状況調査、イ

ンスペクション、どういったふうにやっているの

かというところを、 枚ほど写真をここでは付けさ

せていただいています。先ほど申し上げたように、

どういった部位についてやるのか、基礎とか外壁

といったような構造部ですとか、屋根、それから

開口部、こういったような防水部分、こういった

ところを中心に検査をするということでございま

すけれども、例えば左上が基礎の部分。これはク

ラックがあるかどうかをチェックしているときの

写真ですけれども、目視でこういった形で基礎の

外周部を見て回るというようなことをしましたり、

また右上のところは、これは床下の点検口を開け

て、下の基礎、土台のところを目視で見ている写

真でございますけれども、実際にこの目に見えな

いところで、基礎の部分で腐植をしていたりする

ようなこともありますので、実際点検口を開けて、

目視で確認をするというようなことをしましたり、

また左下はバルコニーでございますけれども、特

に開口部のところから、雨水の浸入などがある可

能性がありますので、そういった防水の破断など

がないかということを確認したり、あと右下のと

ころは、これ小屋裏の点検口を開けて見ていると

ころでありますけれども、実際の雨水の浸入なん

かがありますと、屋根裏のところから、浸水跡み

たいなのが発見される場合もありますので、実際

それを中を開けて見ているというような形で、こ

ういったようなところで、実際その点検口なんか

も開きながら、目視で確認をしていくというよう

なことが、調査の中では行われております。

また ページのところでは、そういった調査の

結果、発見された不具合事象の例ということで、
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なって、もともとは新築住宅を対象とした保険を

やっていただくということで、この制度はスター

トしたんですけれども、一方でそこでいろいろな

技術者であったり、検査技術であったり、保険の

引き受けるためのプラットフォームができたりと

いうことで、保険という観点で見たときに、新築

を念頭にできた制度だったんですけれども、そこ

ができた、ある種そのインフラを、他の例えば既

存住宅の取引であったり、リフォームであったり、

マンションの大規模修繕であったり、こういった

他の取引においても、同じような保険制度を作る

ことができるんじゃないかと、というような議論

がその後ございまして、新築以外にも、既存住宅

についての売買の保険制度というものも、あわせ

てこの瑕疵担保履行法の制定後に、商品として市

場で出てくるようになったっていうのが、平成

年とか 年のところに書いてある内容でございま

す。

ですので、もともとは新築住宅のためにスター

トしたような制度ではあったんですけれども、結

果的にそこでできたいろいろな制度インフラを使

って、既存住宅の保険というものも作っていこう

ということで、 年、 年ぐらいのところで、あ

る種そういった環境が整いまして、この既存住宅

用の保険を作ったときに、既存住宅の保険を引き

受けるにあたって、ある程度やはりリスクがあり

ますので、保険法人側が保険を引き受けるにあた

って、その住宅がある程度不具合がないかどうか

というのを、確認した上で、保険の引き受けをす

るということをしないと、保険上のリスクが高ま

ってしまうということがありましたので、この既

存の保険を作るときに、あわせて既存住宅の検査

の基準というものが、保険の制度としてできたと

いうのが、この 年、 年ぐらいの内容でござい

ます。このある種、保険を作ろうとしたときに、

そういった中古用の検査の基準というものができ

ましたので、今度それをさらに保険用ではなくて、

さらに市場で使えるようなインスペクションとい

う形で、その基準を転用していこうというような

ことになりまして、平成 年にもともと保険用に

作った検査基準をベースにしたような、インスペ

クションのガイドラインというものを、国交省の

ほうで取りまとめをして、公表をしたというよう

な経緯になっております。

そしてさらに平成 年には、先ほど見ていただ

いたように、こういったインスペクションのガイ

ドラインを国なんかでも示しながら、さらにその

インスペクションというものも活用を進めていく

ために、住生活基本計画というような国の計画の

中でもインスペクションというものを位置付けて

いくということになりまして、最終的には今回宅

建業法の改正という形で、さらにつながってくる

と、こういうような取り組みの経緯をたどってき

たんだということでございます。それから ペー

ジから、あと ページぐらいのところは、先ほど、

建物状況調査、少し写真も見ていただきましたけ

れども、もう少し詳しく、いくつか写真を付けて、

イメージをわきやすいように付けているものでご

ざいます。まず ページがその建物状況調査、イ

ンスペクション、どういったふうにやっているの

かというところを、 枚ほど写真をここでは付けさ

せていただいています。先ほど申し上げたように、

どういった部位についてやるのか、基礎とか外壁

といったような構造部ですとか、屋根、それから

開口部、こういったような防水部分、こういった

ところを中心に検査をするということでございま

すけれども、例えば左上が基礎の部分。これはク

ラックがあるかどうかをチェックしているときの

写真ですけれども、目視でこういった形で基礎の

外周部を見て回るというようなことをしましたり、

また右上のところは、これは床下の点検口を開け

て、下の基礎、土台のところを目視で見ている写

真でございますけれども、実際にこの目に見えな

いところで、基礎の部分で腐植をしていたりする

ようなこともありますので、実際点検口を開けて、

目視で確認をするというようなことをしましたり、

また左下はバルコニーでございますけれども、特

に開口部のところから、雨水の浸入などがある可

能性がありますので、そういった防水の破断など

がないかということを確認したり、あと右下のと

ころは、これ小屋裏の点検口を開けて見ていると

ころでありますけれども、実際の雨水の浸入なん

かがありますと、屋根裏のところから、浸水跡み

たいなのが発見される場合もありますので、実際

それを中を開けて見ているというような形で、こ

ういったようなところで、実際その点検口なんか

も開きながら、目視で確認をしていくというよう

なことが、調査の中では行われております。

また ページのところでは、そういった調査の

結果、発見された不具合事象の例ということで、

 

いくつか付けております。まず左上が先ほど小屋

裏を見ていた絵があったかと思いますけれども、

実際小屋裏まで見ていったときに、漏水の跡なん

かが、こんなような形で、雨染みとして発見され

るようなことがあるということですとか、あと右

上が、これ外壁のひび割れで、これは外周部を見

たときに、割とすぐ見つかるかと思いますけれど

も、大きなクラックが生じているというものが見

つかる場合もございますし、左下が、これは小屋

下をのぞき込んだときの写真でありますけれども、

実際に基礎のところの木材が腐朽をしているとい

うような事案があったり、右下は基礎の外周部で

ありますけれども、立ち上がりのところに、割と

大きめなクラックが生じていたりと、こういった

ような不具合事象が、インスペクションで発見す

ることがあるということでございます。それから

検査機器を用いた検査の方法ということで、 ペ

ージのところでは書いてありますけれども、クラ

ックがあったときに、そのクラック幅どのぐらい

あるかというのを、実際に測るときに使われる、

左上がクラックスケールによる計測、それから右

上はちょっと写真が見えづらいんですが、ピアノ

線を握っていまして、実際にひび割れの深さがど

のぐらいあるのかと、これが深くまでいってしま

っていると、鉄筋があるあたりまで、ひび割れが

きてしまっていると、そこから雨水が入って、鉄

筋が腐ってしまって爆裂をするということがあり

ますので、深さが深いか深くないかみたいなのも

重要になってくるので、それを測っているような

写真です。

それから左下が、今度配筋の調査ということで、

基礎部にちゃんとした配筋が配置されているかど

うか、これ外側から見て分かりませんので、専門

の機器を使って、鉄筋があるかどうかレーダーで

検査をするというような機器を使って、調査をす

るというものもありましたり、それから右下は、

リバウンドハンマー、シュミットハンマーとかと

も言われますけれども、実際にそのコンクリート

の強度が十分なものかどうかというのを、この計

器を使って、実際にボンと当ててみて、その跳ね

返りの計数でコンクリートの堅さを判断するとい

うような、圧縮強度の測定をしたり、こういうよ

うな機器を使って実際検査がなされております。

それから ページ、最後の写真ですが、これは主

に住宅内部で使われる機器が中心ですが、先ほど

ありました家の傾き、割と原始的なやつだと、溝

の中に油が浮いていて斜めになっている、その油

が片方寄るんで分かるんですけども、水平器によ

る傾きを測ったり、より精緻にやろうとすると、

右上のレーザーを使って、傾きの計測をしたり、

あと左下のやつは、これちょっと見づらいんです

けれども、実際にカウンターの数字が表示される

ようになっていて、傾きが数字として分かるよう

な、そういったような計器を使って測る場合もご

ざいます。それから右下、これ打診棒によるタイ

ルの浮きということですけれども、叩いてやるん

じゃなくて、転がすようにピーッとやるんですけ

れども、実際タイルがちょっと浮いていると、中

に空洞がありますので、カラカラッとやるときに、

中、空洞があると音が変わるので、それで分かる

という形で、タイルの浮きを調査するといったよ

うな、こんなような検査機器を使ってやられてい

るということでございます。

それから ページ、こういったインスペクショ

ン、市場ではどのぐらいの金額で、どういった方

が、どのぐらいの時間をかけてやっているかとい

うことで、いくつかの実際にやられている事業者

の方に、ヒヤリングで聞いた結果を、少しまとめ

ております。いずれの法人も大体検査料金、 万

円から、アンケートの中では 万円ぐらいで

行われているということでございまして、その時

間についても、多少ばらつきはありますけれども、

、 時間ぐらいで行っている検査ということでご

ざいます。やっている方の資格についても、建築

士の方が割と多いということで、市場では大体こ

のぐらいの金額で、今、見てきたような検査が行

われているということです。続きまして ページ

ですけれども、先ほど、取り組みの経緯の中でも、

少し触れさせていただきましたけれども、平成

年に国交省のほうで、こういったインスペクショ

ンのガイドラインというものを取りまとめて、公

表をいたしました。これまでもいろいろな事業者

のかたがたが、インスペクションという言葉を使

わない場合もありましたが、建物検査とか状況調

査とかインスペクションとか、いろいろな名前で、

こういった検査を、市場ではサービスとして行っ

ていただいてきたわけなんですけれども、一方で

適切なインスペクションをやっていただくという

上で、あまりそこの検査のレベルがばらついてし

まっていると、消費者のかたがたからしてみると、



土地総合研究 2016年秋号184

 

いいものもあれば、悪いものもあるということだ

と、消費者に対する信頼とか、不安というものが

増幅してしまうんではないかというようなことも

ありましたので、まずいきなりそのインスペクシ

ョンの法制度を作るとなると、なかなかハードル

も高いということもありましたので、まずはどう

いったインスペクションをやってもらうのが望ま

しいのかという観点での、ガイドラインという形

で取りまとめをして、公表したものが、この ペ

ージのインスペクションガイドラインというもの

でございます。

この中で、特に中古住宅の売買時に行うインス

ペクションと、インスペクションにもいろんな種

類のインスペクションがありまして、売り買いを

するときにやるインスペクションもあれば、買っ

た後に、例えばリフォームをしたいと、リフォー

ムしたいんだけど、どこに不具合があるか分から

ないから、ちょっと検査してくださいって形でや

られるインスペクションもあれば、もうよりその

高度な形で、精密機器を使って検査をするような

ものもあるということで、かなりその場面に応じ

て行うレベルというものも変わってくるわけであ

りますけれども、今回このガイドラインの中で取

りまとめたのは、そのリフォームとか、かなり精

緻なものというよりは、少なくとも取引をすると

きに、売り主、買い主が安心して取引ができるよ

うにするぐらいのレベルでの、インスペクション

としては、どの程度のことを共通してやっていた

だくのが望ましいのか、ということで、そういう

レベルを想定して、取りまとめたガイドラインと

いうことになっております。下のところに、その

ガイドラインのポイントということで、かなり字

が小さいので読みにくいところもあるかと思いま

すが、ガイドラインとしては、 ～ ページぐら

いのものが取りまとめされているんですけれども、

いくつかのパートに別れていまして、その検査の

項目、それから方法、検査人、それから右にいき

ますけれども、検査の手順、それから実際に業務

をやっていただく上の、遵守事項だとか情報開示、

こういったようなものを、それぞれガイドライン

の中では、項目ごとに章を分けて、記載をしてい

ます。

ざっと、どんなことが書いてあるのかというの

を申し上げますと、検査の項目としては、大きく

三つぐらいの項目に分けましょうということでし

て、 番目がいわゆる構造部位に関する部分。二つ

目としては防水部分に関する検査。それから 点

目というのがありまして、特にその既存住宅につ

きましては、構造、防水に加えて、設備の部分に

ついても、やはりその関心が高いのではないか。

特に配管、給排水管とか、ああいった配管のタイ

プについては、割と日常生活に支障がきたす可能

性も高いものですので、そういった設備配管につ

いての検査というものも、項目として入っており

ます。そしてその下の検査の方法としては、先ほ

ど見てきていただいたように、インスペクション、

実際、目視や計測を中心に行われるということが

多いものですので、そういったいわゆる非破壊検

査と言われるような、住宅にあまりダメージを与

えることなくできるような範囲での、簡易な検査

ということで、やっていただくことを、共通事項

として記載をしています。それから検査人としま

しては、ここでは必ずこういう資格の人にやって

もらうのが望ましいという書き方はしてはいない

んですが、やはり一定の資格者がやるのが望まし

いのではないかという例示の中で、建築士であっ

たり、建築施工管理技士であったり、またそれに

プラス実務経験がある方であったりと、いうよう

なことを、その中では書いております。

それから右のところは、さらにちょっと実務的

な細かい内容になるので、今回割愛いたしますけ

れども、実際、検査をするときの契約関係の話で

ありましたり、あと実際、業務をやるときに、ど

ういうところに注意をしてやらなければならない

のか、とか。どういった情報を開示しながらやっ

ていかなきゃいけないのか、透明性を高めるため

にはどうしたらいいのか、というようなことが、

実務的な観点で書いてあるのが、右側のところの

部分でございます。ですのでガイドラインとして

取りまとめた内容につきましても、これまで見て

いただいたような、いわゆる市場で行われている

インスペクションというものを、ちゃんと 回整

理をし直して、まとめたというような内容になっ

ています。ここまでその、いわゆるインスペクシ

ョンというものが、どんなものなのか、またそれ

のガイドラインとして、どういうことを書いてあ

るのか、ということを見ていただきましたけれど

も、続いて ページから、先のところでは、今度

は違う制度になりますけれども、既存住宅の瑕疵

保険制度というものを、少し紹介をしたいと思い
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いいものもあれば、悪いものもあるということだ

と、消費者に対する信頼とか、不安というものが

増幅してしまうんではないかというようなことも

ありましたので、まずいきなりそのインスペクシ

ョンの法制度を作るとなると、なかなかハードル

も高いということもありましたので、まずはどう

いったインスペクションをやってもらうのが望ま

しいのかという観点での、ガイドラインという形

で取りまとめをして、公表したものが、この ペ

ージのインスペクションガイドラインというもの

でございます。

この中で、特に中古住宅の売買時に行うインス

ペクションと、インスペクションにもいろんな種

類のインスペクションがありまして、売り買いを

するときにやるインスペクションもあれば、買っ

た後に、例えばリフォームをしたいと、リフォー

ムしたいんだけど、どこに不具合があるか分から

ないから、ちょっと検査してくださいって形でや

られるインスペクションもあれば、もうよりその

高度な形で、精密機器を使って検査をするような

ものもあるということで、かなりその場面に応じ

て行うレベルというものも変わってくるわけであ

りますけれども、今回このガイドラインの中で取

りまとめたのは、そのリフォームとか、かなり精

緻なものというよりは、少なくとも取引をすると

きに、売り主、買い主が安心して取引ができるよ

うにするぐらいのレベルでの、インスペクション

としては、どの程度のことを共通してやっていた

だくのが望ましいのか、ということで、そういう

レベルを想定して、取りまとめたガイドラインと

いうことになっております。下のところに、その

ガイドラインのポイントということで、かなり字

が小さいので読みにくいところもあるかと思いま

すが、ガイドラインとしては、 ～ ページぐら

いのものが取りまとめされているんですけれども、

いくつかのパートに別れていまして、その検査の

項目、それから方法、検査人、それから右にいき

ますけれども、検査の手順、それから実際に業務

をやっていただく上の、遵守事項だとか情報開示、

こういったようなものを、それぞれガイドライン

の中では、項目ごとに章を分けて、記載をしてい

ます。

ざっと、どんなことが書いてあるのかというの

を申し上げますと、検査の項目としては、大きく

三つぐらいの項目に分けましょうということでし

て、 番目がいわゆる構造部位に関する部分。二つ

目としては防水部分に関する検査。それから 点

目というのがありまして、特にその既存住宅につ

きましては、構造、防水に加えて、設備の部分に

ついても、やはりその関心が高いのではないか。

特に配管、給排水管とか、ああいった配管のタイ

プについては、割と日常生活に支障がきたす可能

性も高いものですので、そういった設備配管につ

いての検査というものも、項目として入っており

ます。そしてその下の検査の方法としては、先ほ

ど見てきていただいたように、インスペクション、

実際、目視や計測を中心に行われるということが

多いものですので、そういったいわゆる非破壊検

査と言われるような、住宅にあまりダメージを与

えることなくできるような範囲での、簡易な検査

ということで、やっていただくことを、共通事項

として記載をしています。それから検査人としま

しては、ここでは必ずこういう資格の人にやって

もらうのが望ましいという書き方はしてはいない

んですが、やはり一定の資格者がやるのが望まし

いのではないかという例示の中で、建築士であっ

たり、建築施工管理技士であったり、またそれに

プラス実務経験がある方であったりと、いうよう

なことを、その中では書いております。

それから右のところは、さらにちょっと実務的

な細かい内容になるので、今回割愛いたしますけ

れども、実際、検査をするときの契約関係の話で

ありましたり、あと実際、業務をやるときに、ど

ういうところに注意をしてやらなければならない

のか、とか。どういった情報を開示しながらやっ

ていかなきゃいけないのか、透明性を高めるため

にはどうしたらいいのか、というようなことが、

実務的な観点で書いてあるのが、右側のところの

部分でございます。ですのでガイドラインとして

取りまとめた内容につきましても、これまで見て

いただいたような、いわゆる市場で行われている

インスペクションというものを、ちゃんと 回整

理をし直して、まとめたというような内容になっ

ています。ここまでその、いわゆるインスペクシ

ョンというものが、どんなものなのか、またそれ

のガイドラインとして、どういうことを書いてあ

るのか、ということを見ていただきましたけれど

も、続いて ページから、先のところでは、今度

は違う制度になりますけれども、既存住宅の瑕疵

保険制度というものを、少し紹介をしたいと思い

 

ます。先ほどの取り組みの経緯みたいなところで

も、この保険制度の話が出てきましたけども、も

ともとはインスペクション自体のガイドラインよ

り先に、この保険制度というのが、国の制度とし

てはあったんですけれども、もともとその新築の

保険からスタートをして、既存住宅にも保険付け

られないかということで、開発された保険が、こ

の既存住宅の売買瑕疵保険という制度でございま

すけれども、この保険の引き受けにあたって、保

険法人が一定のリスクを排除するために、実際検

査を行っていたと、その検査基準が、インスペク

ションのガイドラインなどに、どんどん反映され

ていったというような流れだったわけですけれど

も、その保険の制度っていうのが、どういう制度

なのかっていうのが、この ページ目以降の資料

でございます。

こちらについては、ある種の新築の保険と、内

容がほとんど同じでございまして、基本的に誰か

瑕疵担保責任を負いますよねと、特に既存住宅の

売買におきましても、宅建業者の方が売り主にな

る場合につきましては、宅建業法の規定によって、

一般的には 年以上の期間ですね。瑕疵担保責任

を負いますよ、という規定がございますので、売

り主になる宅建業者の方が瑕疵担保責任を負うと、

そのときに、何か瑕疵が実際発見されたというと

きに、宅建業者のかたがたが、その瑕疵担保責任

の履行を迫られるわけでありますけれども、その

際に保険金の支払いなどによって、担保をすると

いうことで、開発された商品というのが、この既

存住宅売買瑕疵担保、 ページはそのうち宅建業

者が売り主になるタイプの保険商品ということで

ございます。下のところに保険の関係者の図が載

っておりますけれども、左下の絵の中の左上が買

い主の方と、右上が売り主、宅建業者の方と、こ

こで売買契約を結んで、何かあったときには、こ

の売り主の宅建業者の方が、瑕疵担保責任を負う

ということが前提になるわけですけれども、その

ときにその瑕疵担保責任が発生したときに、実際

に修補請求であったり、損害賠償の請求を受けた

際に、それが保険金によって、一部補填されます

よと、そういうような保険商品ということでござ

います。

ですので、いわゆる責任保険といわれる保険で

ありますので、この瑕疵担保責任を負っている宅

建業者の方が、その保険者となりまして、保険の

申し込みを住宅瑕疵担保責任法人と、その保険の

引き受けをする法人に申し込みをしまして、その

上で住宅の検査を、この保険法人がやって、ある

程度これは瑕疵ないねということが、検査の中で

明らかになると、保険が付けられると、その上に

やはり隠れた瑕疵が発見されると、保険金という

支払いがなされると、こういうような制度になっ

ております。ちょっと字がちっちゃいんですけど、

真ん中の枠の中に、この保険の対象になる部位で

すとか、保険金額とかっていうのが書いてありま

す。保険の対象になる瑕疵の部位といたしまして

は、先ほどの瑕疵担保履行法とかと出てきた部位

と、ほとんど同じなんですけれども、構造耐力上

主要な部分であったり、雨水の浸入を防止する部

分、こういったところについて、瑕疵が発見され

た場合について、その修補の費用、または損害賠

償の費用、こういったものを保険の対象としてい

ます。また先ほどのインスペクションガイドライ

ンのときに、プラス設備なんかもインスペクショ

ンの場合だと見るというふうに申し上げましたけ

れども、この保険の商品の中でも、オプションで

給排水管路とか、設備の部分についても、オプシ

ョンで保険の対象にすることが可能というような

ことになっております。保険の期間といたしまし

ては、 年または 年ということで、選択制になっ

ておりますけれども、宅建業者の方が、一般的に

瑕疵担保責任を負う期間である 年。もしくはそ

れよりさらに長い 年ということで、どちらかを

選ぶことができる。また保険の金額といたしまし

ては、こちらも 万か 万ということで選ぶ

ことができます。当然これで長い期間、また保険

金額を高くすると、掛かってくる保険料も高くな

りますので、そこは保険料との見合いの中で、ど

のぐらいの期間であったり、どのぐらいの金額か

っていうことを設定していただくということにな

ります。

一般的なその保険料の水準でございますけれど

も、その枠の下のほうのところにありますけれど

も、例えば一番ミニマムの保険期間 年で、保険

金額 万というような場合の保険商品につきま

しては、戸建て、共同住宅ともに、大体 、 万ぐ

らいの保険料で、保険に入ることができるという

ようなことになっております。これが宅建業者の

方が売り主の場合の保険の商品でございましたけ

れども、一方でご案内のように中古の売買、ほと
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んどが個人間売買って形で行われることが多くな

っています。宅建業者のかたがた、そこに仲介と

いう形で入っていただくことが多いと思いますけ

れども、売り主の方も一般の消費者であるという

ことが、既存住宅売買の場合には多いというのが、

一つの特色かなと思っておりまして、そこが新築

の住宅なんかと、大きく違う点なんだと思います。

そういったじゃあ、売り主の方も一般の方であっ

たときの、いわゆる個人間売買が行われたときの

保険っていうのもあるんですけれども、それは

ページでございます。その場合ちょっと保険の仕

組みが、先ほど見ていただいた、売り主が宅建業

者の場合と少し異なってきております。といいま

すのも、宅建業者の方が売り主の場合には、必ず

売り主である宅建業者の方が、なんらかの瑕疵担

保責任を負うということが、法令上も義務付けら

れておりますので、売り主が瑕疵担保責任を負う

ことを前提にした保険商品を作ることができたわ

けでありますけれども、一方で個人間の売買のと

きについては、ご案内のように、実際売り主の方

も消費者になりますので、かなりその瑕疵担保責

任、小さく、契約上設定することが多いんではな

いかと思っております。場合によっては売り主の

方、完全に免責をして取引がされるような中古の

物件もあるかと思いますので、先ほどのように売

り主の方が瑕疵担保責任を負っていって、その方

に対して保険に入っていただくというようなこと

を、個人間売買のときにも、同じような形で商品

を作ってしまいますと、かなり売り主の方にとっ

てみると、過大な負担をしていただく、責任を負

っていただくようなことになりかねずに、実際に

そういった商品も使われないのではないかという

ような懸念もありましたので、個人間の売買につ

きましては、この売り主じゃない方に責任を負っ

てもらう形にして、保険の商品を、その開発をし

ようということで作られております。

下のところに、また模式図みたいのがあります

けれども、具体的にはその売り主の方ではなくて、

別途保証者というのを用意していただいて、その

保証者が住宅についての瑕疵はありませんよ、と

いう保証を負っていただく。その上で、その方に

保険を付けようという制度になっております。そ

のときにじゃあ誰がそんな、いうならば自分と関

係ないところで売買される物件について保証して

くれるんだということになるわけなんですけれど

も、この保険の制度の中では、先ほどのインスペ

クションをするような事業者の方に、その保証者

を兼ねてもらおうということで、保険の制度がで

きています。実際にインスペクションをやられる

業者さんは、先ほどのように 、 時間をかけて、

住宅の検査をやった上で、ある程度の建物の状況

を把握することができる立場の方なので、そうい

ったかたがたが、インスペクションをやっていた

だきつつ、建物の保証もあわせてやっていただい

て、その保証をやっていただいた上で、何か本当

に発見されたときには、保険を付けていただいた

もので、お支払いをしていただくというようなス

キームでいったらどうかということで、できた商

品でございます。

実際の保険の内容としましては、先ほどの宅建

業者の方が売り主になる商品と、ほとんど同じに

はなっておりまして、保険の支払いの対象の部分、

同じでありまして構造部とか防水部、設備、配水

管についてもオプションで付けることができるよ

うになっています。若干異なるのは保険期間の部

分でありまして、宅建業者の方は 年、または

年ということでしたが、個人間の場合は、もうち

ょっと短くして、 年または 年というところで選

択することができるようになっております。保険

金額は 万または 万と、ここは変わりませ

ん。最後保険料のところも、保険期間が 年短く

なるんですけれども、 年で保険金額 万のもの

については、大体 、 万ぐらいというところで、

保険料のほうも、あまり変わらないということで

ございます。なので既存住宅の保険については、

売り主が宅建業者かそうじゃないかによって、商

品が二つ別れるというようなことになっています。

こういった保険を引き受けされている保険法人、

現在 社ございます。住宅あんしん保証、住宅保

証機構、日本住宅保証検査機構、ハウスジーメン、

ハウスプラスという 社になっております。この

社が、こういった既存住宅の保険についての引き

受けをされているんですけれども、現状どのぐら

いの申し込みの件数があるかというのが、 ペー

ジのグラフでございます。これ各年ごとの申し込

みの件数をグラフ化したものでございますけれど

も、直近の平成 年の数字ですと、大体 件

ぐらいと。色分けされていますのは、先ほど見て

いただいた宅建業者売り主の場合と、個人の方が

売り主の場合で、それぞれ商品が別れていますの
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んどが個人間売買って形で行われることが多くな

っています。宅建業者のかたがた、そこに仲介と

いう形で入っていただくことが多いと思いますけ

れども、売り主の方も一般の消費者であるという

ことが、既存住宅売買の場合には多いというのが、

一つの特色かなと思っておりまして、そこが新築

の住宅なんかと、大きく違う点なんだと思います。

そういったじゃあ、売り主の方も一般の方であっ

たときの、いわゆる個人間売買が行われたときの

保険っていうのもあるんですけれども、それは

ページでございます。その場合ちょっと保険の仕

組みが、先ほど見ていただいた、売り主が宅建業

者の場合と少し異なってきております。といいま

すのも、宅建業者の方が売り主の場合には、必ず

売り主である宅建業者の方が、なんらかの瑕疵担

保責任を負うということが、法令上も義務付けら

れておりますので、売り主が瑕疵担保責任を負う

ことを前提にした保険商品を作ることができたわ

けでありますけれども、一方で個人間の売買のと

きについては、ご案内のように、実際売り主の方

も消費者になりますので、かなりその瑕疵担保責

任、小さく、契約上設定することが多いんではな

いかと思っております。場合によっては売り主の

方、完全に免責をして取引がされるような中古の

物件もあるかと思いますので、先ほどのように売

り主の方が瑕疵担保責任を負っていって、その方

に対して保険に入っていただくというようなこと

を、個人間売買のときにも、同じような形で商品

を作ってしまいますと、かなり売り主の方にとっ

てみると、過大な負担をしていただく、責任を負

っていただくようなことになりかねずに、実際に

そういった商品も使われないのではないかという

ような懸念もありましたので、個人間の売買につ

きましては、この売り主じゃない方に責任を負っ

てもらう形にして、保険の商品を、その開発をし

ようということで作られております。

下のところに、また模式図みたいのがあります

けれども、具体的にはその売り主の方ではなくて、

別途保証者というのを用意していただいて、その

保証者が住宅についての瑕疵はありませんよ、と

いう保証を負っていただく。その上で、その方に

保険を付けようという制度になっております。そ

のときにじゃあ誰がそんな、いうならば自分と関

係ないところで売買される物件について保証して

くれるんだということになるわけなんですけれど

も、この保険の制度の中では、先ほどのインスペ

クションをするような事業者の方に、その保証者

を兼ねてもらおうということで、保険の制度がで

きています。実際にインスペクションをやられる

業者さんは、先ほどのように 、 時間をかけて、

住宅の検査をやった上で、ある程度の建物の状況

を把握することができる立場の方なので、そうい

ったかたがたが、インスペクションをやっていた

だきつつ、建物の保証もあわせてやっていただい

て、その保証をやっていただいた上で、何か本当

に発見されたときには、保険を付けていただいた

もので、お支払いをしていただくというようなス

キームでいったらどうかということで、できた商

品でございます。

実際の保険の内容としましては、先ほどの宅建

業者の方が売り主になる商品と、ほとんど同じに

はなっておりまして、保険の支払いの対象の部分、

同じでありまして構造部とか防水部、設備、配水

管についてもオプションで付けることができるよ

うになっています。若干異なるのは保険期間の部

分でありまして、宅建業者の方は 年、または

年ということでしたが、個人間の場合は、もうち

ょっと短くして、 年または 年というところで選

択することができるようになっております。保険

金額は 万または 万と、ここは変わりませ

ん。最後保険料のところも、保険期間が 年短く

なるんですけれども、 年で保険金額 万のもの

については、大体 、 万ぐらいというところで、

保険料のほうも、あまり変わらないということで

ございます。なので既存住宅の保険については、

売り主が宅建業者かそうじゃないかによって、商

品が二つ別れるというようなことになっています。

こういった保険を引き受けされている保険法人、

現在 社ございます。住宅あんしん保証、住宅保

証機構、日本住宅保証検査機構、ハウスジーメン、

ハウスプラスという 社になっております。この

社が、こういった既存住宅の保険についての引き

受けをされているんですけれども、現状どのぐら

いの申し込みの件数があるかというのが、 ペー

ジのグラフでございます。これ各年ごとの申し込

みの件数をグラフ化したものでございますけれど

も、直近の平成 年の数字ですと、大体 件

ぐらいと。色分けされていますのは、先ほど見て

いただいた宅建業者売り主の場合と、個人の方が

売り主の場合で、それぞれ商品が別れていますの

 

で、それをさらにこの赤と青で分けていますけれ

ども、足元のところでは、多くは宅建業者の方が

売り主になっている保険が、申し込みの件数とし

ては多くなっております。大体 、個人間が

ということで、あわせて 件ぐらいというよう

なことでございます。 件ということで、最初

見ていただきましたように、年間大体 万ぐらい

の中古住宅の取引があって、そのうちの 件と

いうことですので、全体の流通に占める保険の加

入割合というのは、大体 、 パーセントぐらいし

かまだないということでして、まだまだこういっ

た保険を作ったんですけれども、十分な活用の状

況ではないかなということでございます。

最後 ページのところで、インスペクションの

市場での実施率ですとか、今も見ていただきまし

た、保険の加入率、こういったところを最後、表

でまとめております。左側のところが、インスペ

クション実施率ということで、これは全数的な調

査ということがなかなか行うのが難しいものなの

で、アンケート結果を書いています。売却の経験

者 人と、購入経験者 人、 人ちょっと

ぐらいに聞いたアンケートなので、必ずしもその

正確な市場の状況を反映できているかどうかとい

うと、ちょっと母数が少ないところはあるんです

が、大体このぐらいかなっていう相場観を持って

いただく上では、大体このぐらいのつかみの数字

だと思っていただければ、結構かと思うんですが。

大体売約経験された方で、 パーセントぐらいと、

購入経験の方で パーセントぐらいということで

ございまして、これ物件の重複関係は分からない

ので、仮に 人と 人が全く重複していない

と過程をすると、あわせて ～ パーセントぐら

いの方が、なんらかの売買をするときに、建物の

検査というものをされているというような数字に

なろうかと思います。

肌感覚的には、もうちょっと少ないのかという

感じはしますけれども、それでもマックスでも、

そのぐらい ～ パーセントぐらいの方しかイン

スペクションをやっていないということでござい

ます。一方で市場のニーズとしてはどのぐらいあ

るのかと、実際このインスペクションというサー

ビス自体が、なかなか消費者のかたがたの認知度

が進んでいないようなところもありまして、知ら

ないから使ってないという方も結構いらっしゃる

ということでございまして、一方で下のこの黄色

のグラフのところで、今後購入をしようとする、

購入予定者の方に、インスペクションの実施の意

向というものも聞いてみました。インスペクショ

ンというものがありますよ、ということをご説明

した上で、やってみたいか、やってみたくないか

ということを、意向調査ということで聞いてみた

ときには、 割弱の方が、そういう制度があるんだ

ったら利用したいねということで、ご回答いただ

いているということでありますので、実際その潜

在的なニーズとしては 割ぐらいの方は、そうい

うサービスを知っていればやってみたいという意

向があるということでございます。なのでまだま

だこの 割ぐらいのニーズと、実際の ～ パー

セントぐらいの実施件数の間には、かなり大きな

差がありますので、ここを埋めていかなければな

らないということかと思います。

その上でさらに右側の瑕疵保険の加入率という

ことでありますが、こういったインスペクション

もやっていただいた上で保険に入るというような

ことが、実務的には流れとしてあると思うんです

が、先ほど見ていただいたように 万のうちの

件ということで、さらに保険のところまでた

どり着いているのは、 パーセントちょっとぐらい

ということですので、やはりこのとことも、まだ

まだニーズとしては、もっと高いものがあるんで

はないかということでございます。ということで、

ここまでのところで、これまでの既存住宅の市場

であったり、インスペクション、保険の制度と、

またその足元の状況ということで、ご説明させて

いただきましたけれども、こういった状況を踏ま

えた、今回宅建業法の改正ということがなされて

います。 ページのところが、今回の宅建業法改

正の概要ということで、これもかなり文字が小さ

いので、ちょっと見づらいところもあって恐縮な

んですけれども、ちょっとこの 枚を使って、今

回の改正の内容について、ご説明をさせていただ

こうと思います。

主眼においていますのは、これまで見ていただ

きましたように、その既存住宅の流通を伸ばして

いくためには、住宅の質に対する不安というもの

を、いかに払拭していくかということだと考えて

おります。一方で最初のほうでも見ていただきま

したけれども、一方で最初のほうでも見ていただ

きましたけれども、かといってその売り主も一消

費者であるということが多い、その既存住宅の売
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買でありますので、一般消費者である売り主の方

に、あれもしろ、これもしろという形で、情報提

供をお願いをしたり、もしくは場合によっては負

担が大きい、瑕疵担保責任を負ってくださいとい

ったようなことを進めていくっていうことが、一

方でなかなか難しいところもあるでしょうという

ことでありまして、代わりにじゃあどういったか

たがたに活躍をしていただきながら、先ほど見て

いただいたようなインスペクションを広げていっ

たり、もしくは保険という制度を広げていくか、

ということを考えたときに、そういった消費者の

方に、主体的にやっていくということではなく、

そこに仲介をするような形で入っていただく宅建

業者のかたがたが、インスペクションの制度のご

紹介をしていただいたり、またそれを踏まえた形

で、保険の活用を促していただいたりということ

を、市場の中でやっていただくことによって、そ

ういったサービスの普及を図ったり、市場環境を

変えていくというようなことで、役割を果たして

いっていただいたらどうかっていうことで、今回

の宅建業法の改正につながっていったというもの

でございます。

特にその建物状況調査、インスペクションとい

うものを、取引の中の場面、場面で、宅建業者の

かたがたの手続きの中に組み込んでいくことによ

りまして、そういったものもサービスの利用が促

されていくような、そういった環境を作っていき

たいということで、今回改正措置をしているもの

でございます。具体的に、何をじゃあ宅建業法の

中で、変えていったのかっていうところが、真ん

中に書いてありますが、大きくその取引のフロー

の中で、三つの場面を捉まえて、今回改正をして

いくということになっております。一番真ん中の

左側のところに取引フローとして書いてございま

すけれども、売却購入の申し込みがあってから、

媒介契約の締結、それから重要事項説明。最後、

売買契約の締結、物件引き渡しと、こういったよ

うな取引の流れの中で、特に今回は媒介の場面、

住設の場面、それから売買契約の場面、この三つ

の場面のところで、それぞれ宅建業法の改正によ

って、新たな措置を講じるというようなことを、

改正で行っております。

順次見ていきますと、まず取引の入り口にあた

ります、媒介契約の締結時、ここで何か新たに法

改正によって盛り込まれたかということでござい

ますけれども、宅建業者の方、ご案内だと思いま

すが、媒介契約を結ぶ際には、必ず宅建業者の方

は、その媒介契約の中で、一定の事故を記載した

契約書面を、相手に交付するというような規定が

あったかと思います。いわゆる媒介契約書面とい

われるような書面でありますけれども、今回その

書面の記載事項に、 項目追加するというのが、改

正の内容になっております。どういう項目を追加

したかということでございますけれども、そのイ

ンスペクションの業者のあっせんに関する事項と

いうものを、新たに今回、媒介契約の書面の記載

事項として追加をするということが、今回の改正

の中で盛り込まれることになりました。趣旨とい

たしましては、先ほどのように、実際インスペク

ションを知っていればやりたいというようなニー

ズが、結構あると、一方でそういったサービスそ

のものを知らない消費者の方も多いですし、また

やってみたいけれども、誰がやっているか分から

ないというようなこともあって、インスペクショ

ンの業者についても、よく分からないというよう

な方が、消費者の中で多くいらっしゃるという状

況でありましたので、今回の改正の中では、宅建

業者の方が、必ずあっせんをしろということを義

務付けたわけではなく、宅建業者の方が、誰がそ

ういったインスペクションの業者を知っています

よという場合については、あっせんをすることが

できるかどうか、またあっせんするんだとしたら、

どういう業者をあっせんするかのようなことを、

契約書面上に書いていただくことによって、そう

いったインスペクションをやるようなきっかけを

作っていただくということで、措置が新たに記載

事項として追加するというような措置を講じたも

のでございます。

それから 番目のところが、重要事項説明の段

階での改正ということでありまして、ここは先ほ

どの折に触れて出てきた改正の話にもあるんです

けれども、重要事項説明の項目として、新たに宅

建業者が、そのインスペクションの結果の有無、

やっていたか、やっていなかったかという、結果

の有無と、やっていたんだとすると、その概要に

ついてご説明をしていただくということで、住設

の事項として、新たにそういった項目が追加にな

ったということでございます。これによりまして、

重説を通じて、建物の購入者につきましては、ま

ずそもそもそういったような調査が行われていた
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でございます。具体的に、何をじゃあ宅建業法の

中で、変えていったのかっていうところが、真ん
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左側のところに取引フローとして書いてございま

すけれども、売却購入の申し込みがあってから、
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は、その媒介契約の中で、一定の事故を記載した

契約書面を、相手に交付するというような規定が

あったかと思います。いわゆる媒介契約書面とい

われるような書面でありますけれども、今回その

書面の記載事項に、 項目追加するというのが、改

正の内容になっております。どういう項目を追加

したかということでございますけれども、そのイ

ンスペクションの業者のあっせんに関する事項と

いうものを、新たに今回、媒介契約の書面の記載

事項として追加をするということが、今回の改正

の中で盛り込まれることになりました。趣旨とい

たしましては、先ほどのように、実際インスペク

ションを知っていればやりたいというようなニー

ズが、結構あると、一方でそういったサービスそ

のものを知らない消費者の方も多いですし、また

やってみたいけれども、誰がやっているか分から

ないというようなこともあって、インスペクショ

ンの業者についても、よく分からないというよう

な方が、消費者の中で多くいらっしゃるという状

況でありましたので、今回の改正の中では、宅建

業者の方が、必ずあっせんをしろということを義

務付けたわけではなく、宅建業者の方が、誰がそ

ういったインスペクションの業者を知っています

よという場合については、あっせんをすることが

できるかどうか、またあっせんするんだとしたら、

どういう業者をあっせんするかのようなことを、

契約書面上に書いていただくことによって、そう

いったインスペクションをやるようなきっかけを

作っていただくということで、措置が新たに記載

事項として追加するというような措置を講じたも

のでございます。

それから 番目のところが、重要事項説明の段

階での改正ということでありまして、ここは先ほ

どの折に触れて出てきた改正の話にもあるんです

けれども、重要事項説明の項目として、新たに宅

建業者が、そのインスペクションの結果の有無、

やっていたか、やっていなかったかという、結果

の有無と、やっていたんだとすると、その概要に

ついてご説明をしていただくということで、住設

の事項として、新たにそういった項目が追加にな

ったということでございます。これによりまして、

重説を通じて、建物の購入者につきましては、ま

ずそもそもそういったような調査が行われていた

 

かどうかということを、知る機会を得ることがで

きる。またやられていたんであれば、その結果の

概要を、そこで知ることができますので、次の売

買契約にいくかどうか、もしくは契約条件の交渉

などにしたほうがいいのかどうかといったような

ところに、そういった機会を得ることができるよ

うなことにつながっていくということで、新たに

重要事項説明として追加をさせていただくもので

ございます。実際にきょうは法律の文言とかは載

せておりませんけれども、もしそのご関心があれ

ば、また実際に条文も、インターネットとかで見

ることができるんで、ご覧いただければと思うん

ですけれども、今回の法律の中では、先ほど申し

上げたように、インスペクションの結果の有無と、

有りだった場合には、その結果の概要を説明する

ということは書かれているんですけれども、じゃ

あ具体的に結果の概要といったときに、どこまで

説明するのかというところについては、法律上は

概要としか書いていないので、具体的にどこまで

を、じゃあ説明していただくのかということは、

今後、さらにこの法律の施行するまでの間に、関

係の業界の団体のかたがたとかも含めて、またそ

の細部について検討させていただくということに

なっております。一方で、あまりその宅建業者の

方も取引のプロではありますけれども、建築技術

のプロであったり、もしくはインスペクションの

プロというわけではございませんので、あまりそ

の結果の内容について、詳細なことを説明してい

ただくということを規定してしまいますと、実際

その運用上、非常にハードルが高くなってしまう

ということもありますので、そのあたりは実際に

他業者のかたがたが、説明可能なものとして、概

要というのをどこまで説明していただくのかって

いうところを、今後引き続き検討した上で、施行

までの間に、そこのあたりを詰めていくというこ

とになるかと思います。

それから③のところが、売買契約の締結時とい

うことでございまして、ここの部分につきまして

も、宅建業者のかたがたには、売買契約を締結す

るときには、必ず一定の事項を記載した売買契約

書面を交付していただくということが、宅建業法

上の義務として課せられていたかと思います。宅

建業法の 条の書面ということで、 条書面とか

っていうふうにいわれることも多いかと思います

けれども、その 条書面、売買契約書面の中に、

こちらも新たに記載事項を一つ追加するというこ

とになっております。どういった内容が新たに追

加されたかといいますと、先ほど見ていただいた

ように基礎とか外壁、構造部と防水部についての、

状況について、売り主、買い主の当事者が、相互

に確認したものがあったときには、その内容を書

面に記載をするということが、新たに追加になっ

ております。何を意図しているのかというのが、

ちょっと分かりづらいかもしれないので、説明を

いたしますと、これまでの告知書なども使いまし

て、実際に売り主の方から買い主の方に対して、

今、売ろうとしている売買の対象物については、

どういう状況ですよということが、告知というの

は、実務的にはなされてきたかと思います。さら

に今回、その宅建業法を改正することによって、

インスペクション、建物状況調査というものが、

行われた場合については、重要事項説明としても

説明をするということになってまいりますので、

よりそのこの法施行によって、その対象となる物

件についての状況みたいなものが、売り主から買

い主に対して、伝達がされやすいような環境とい

うのが、今後整ってくるだろうと。

そうしたときに、重説のところで終わってしま

ったり、もしくは告知書という形で、売り主から

買い主に対して、一方的に、こういうものですよ

という形で、伝達されるというところで終わって

しまいますと、実際それが売買契約に至ったとき

に、契約の内容になっているのかどうかっていう

ところが、若干あやふやになってしまうってとこ

ろが出てきます。また業界のかたがたも、今後民

法の改正があるとかないとかって話が、ご存じか

と思いますけれども、おそらく次の臨時国会とか、

通常国会で、民法の改正法案が出されまして、そ

の法律がもしスムーズに施行されますと、よりそ

の契約の内容をはっきりさせろという要請が、民

法上も強くなってきまして、取引の実務の中にお

いても、単に中古住宅売買しましたといったとき

に、どういう建物として、どういうその正常のも

のとして、売買がなされたかということを、より

明らかにしておく必要が出てくるんじゃないかっ

ていうようなことが、取引の中でも今後強まって

いく可能性があるということでございましたので、

今回の改正にあわせて、宅建業法の中でも、そう

いったインスペクションの内容であったり、告知

書の内容、こういったことを通じて、売り主と買
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い主の方が、じゃあ私はどういう物件を売買した

んでしょうかと、例えば 階のここには雨漏りが

ありますよ、とか、 階の基礎のところには、ちょ

っと大きなクラックがありますよ、というような

ことを、共通認識として持っていただいた上で、

売買されたんであれば、それがのちのちのトラブ

ルにならない、言った言わないのトラブルになら

ないように、ちゃんと売買契約書面上に明らかに

しておきましょうね、ということで、記載事項と

して、そういったものを書いていただくというこ

とで、改正をしたものでございます。

なので、そういったような、お互い売り主、買

い主の共通認識を持ったものについては、しっか

り書いていただくということが、今回の改正の内

容になっております。じゃあ実際にどうやってそ

ういうものを書けばいいのかとか、確認すればい

いのかってことかと思いますけれども、実際の運

用上は、今でも告知書を使われていたり、インス

ペクションをやられているんであれば、そのイン

スペクションの報告書みたいなものが出てくると

いうことでありますので、こういったものをちゃ

んと売買契約上の書面として、添付をしていただ

く、もしくはそれちゃんと記載をしていただくと

いうことを、やっていただくということで、実務

上ではこの宅建業法の対応としては十分かなと思

っておりまして、そこら辺についても、じゃあ具

体的にどうやってやっていくのか、という点につ

いて、施行までの間に、検討を進めていきたいと

いうふうに思っております。こういった改正を通

じて、実際インスペクションを、市場で促してい

ったり、またその結果のトラブルを、事前に防止

をしていくというようなことを、進めていきたい

というものでございます。それから改正の内容を、

今、 というところの内容を申し上げましたけれ

ども、さらに というのが下のところにござい

ます。

この と につきましては、直接、今までご説

明させていただきました、既存住宅取引そのもの

の関係する改正ではないんですけれども、ちょっ

と簡単に、ここでと説明させていただきますと、

まず のほうですが、『不動産取引により損害を被

った消費者の確実な救済』ということでして、い

わゆる営業保証金とか、弁済業務保証金、業務を

始めていただく前に、供託なり保証金の分担金の

支払いというのを、宅建業者の方がされているか

と思いますけれども、あれの制度がちょっと変わ

るという話でございます。これまでその営業保証

金とか、弁済業務保証金、何かその取引事故があ

ったときには、供託所に行ったりとか、保証協会

に行って、その弁済の還付を受けるということが、

手続きでできたと思いますけれども、その中でも、

これまで還付をできる対象の方が、一般の消費者

の方もいれば、業者間取引の場合については、宅

建業者の方も取引の中で損害があった場合につい

ては、その還付の請求をすることができるという

ことになっておりました。

一方で、実際の取引の中で、その宅建業者のか

たがたが、先に還付請求をされてしまって、消費

者のかたがたが十分な救済を受けられないという

ようなことが、過去には結構事例としてはあった

ということでありまして、既にその業界の、特に

保証協会の運用ルールの中では、宅建業者の方が

還付請求する際には、請求をしてから カ月間、

請求を待っていただいて、その間に一般消費者の

方からの申請があった、先にそっちを受理して、

還付の手続きを進めるといったような形で、消費

者優先の取り組みを、保証協会のルールの中でさ

れていたということでございますけれども、さら

にこれをもう一歩、一般消費者の保護をより充実

させるという意味で、そういった保証協会の運用

ではなく、法制度として、今回消費者に限って、

そういった還付の請求ができるようにしてほしい

というような各業界団体さんからのご要望もいた

だきましたので、今回そういうような形で、運用

の中で、これまで保証協会さんがされてきたよう

な一般消費者優先での、この弁済ルールっていう

のを、あらためて法制化をするというような改正

をしたのが、 番の内容となってございます。それ

から 番のところ、『宅建業者の団体による研修』

ということでございまして、こちらにつきまして

は、各業界団体さん、不動産業者さん、いろんな

業界に所属されているかと思いますけれども、そ

れぞれの業者さんのかたがたごとに、質の向上の

ために、自助努力をされたりだとか、従業者の教

育をされるということも、非常に重要なんですが、

一方でそれを、しっかりとサポートしていただく

といういいで、所属されている業界団体におきま

しても、そういった従業者教育を、しっかり取り

組んでいただくということでございまして、そう

いう業界団体に対しまして、従業者への教育、特
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い主の方が、じゃあ私はどういう物件を売買した

んでしょうかと、例えば 階のここには雨漏りが

ありますよ、とか、 階の基礎のところには、ちょ

っと大きなクラックがありますよ、というような

ことを、共通認識として持っていただいた上で、

売買されたんであれば、それがのちのちのトラブ

ルにならない、言った言わないのトラブルになら

ないように、ちゃんと売買契約書面上に明らかに

しておきましょうね、ということで、記載事項と

して、そういったものを書いていただくというこ

とで、改正をしたものでございます。

なので、そういったような、お互い売り主、買

い主の共通認識を持ったものについては、しっか

り書いていただくということが、今回の改正の内

容になっております。じゃあ実際にどうやってそ

ういうものを書けばいいのかとか、確認すればい

いのかってことかと思いますけれども、実際の運

用上は、今でも告知書を使われていたり、インス

ペクションをやられているんであれば、そのイン

スペクションの報告書みたいなものが出てくると

いうことでありますので、こういったものをちゃ

んと売買契約上の書面として、添付をしていただ

く、もしくはそれちゃんと記載をしていただくと

いうことを、やっていただくということで、実務

上ではこの宅建業法の対応としては十分かなと思

っておりまして、そこら辺についても、じゃあ具

体的にどうやってやっていくのか、という点につ

いて、施行までの間に、検討を進めていきたいと

いうふうに思っております。こういった改正を通

じて、実際インスペクションを、市場で促してい

ったり、またその結果のトラブルを、事前に防止

をしていくというようなことを、進めていきたい

というものでございます。それから改正の内容を、

今、 というところの内容を申し上げましたけれ

ども、さらに というのが下のところにござい

ます。

この と につきましては、直接、今までご説

明させていただきました、既存住宅取引そのもの

の関係する改正ではないんですけれども、ちょっ

と簡単に、ここでと説明させていただきますと、

まず のほうですが、『不動産取引により損害を被

った消費者の確実な救済』ということでして、い

わゆる営業保証金とか、弁済業務保証金、業務を

始めていただく前に、供託なり保証金の分担金の

支払いというのを、宅建業者の方がされているか

と思いますけれども、あれの制度がちょっと変わ

るという話でございます。これまでその営業保証

金とか、弁済業務保証金、何かその取引事故があ

ったときには、供託所に行ったりとか、保証協会

に行って、その弁済の還付を受けるということが、

手続きでできたと思いますけれども、その中でも、

これまで還付をできる対象の方が、一般の消費者

の方もいれば、業者間取引の場合については、宅

建業者の方も取引の中で損害があった場合につい

ては、その還付の請求をすることができるという

ことになっておりました。

一方で、実際の取引の中で、その宅建業者のか

たがたが、先に還付請求をされてしまって、消費

者のかたがたが十分な救済を受けられないという

ようなことが、過去には結構事例としてはあった

ということでありまして、既にその業界の、特に

保証協会の運用ルールの中では、宅建業者の方が

還付請求する際には、請求をしてから カ月間、

請求を待っていただいて、その間に一般消費者の

方からの申請があった、先にそっちを受理して、

還付の手続きを進めるといったような形で、消費

者優先の取り組みを、保証協会のルールの中でさ

れていたということでございますけれども、さら

にこれをもう一歩、一般消費者の保護をより充実

させるという意味で、そういった保証協会の運用

ではなく、法制度として、今回消費者に限って、

そういった還付の請求ができるようにしてほしい

というような各業界団体さんからのご要望もいた

だきましたので、今回そういうような形で、運用

の中で、これまで保証協会さんがされてきたよう

な一般消費者優先での、この弁済ルールっていう

のを、あらためて法制化をするというような改正

をしたのが、 番の内容となってございます。それ

から 番のところ、『宅建業者の団体による研修』

ということでございまして、こちらにつきまして

は、各業界団体さん、不動産業者さん、いろんな

業界に所属されているかと思いますけれども、そ

れぞれの業者さんのかたがたごとに、質の向上の

ために、自助努力をされたりだとか、従業者の教

育をされるということも、非常に重要なんですが、

一方でそれを、しっかりとサポートしていただく

といういいで、所属されている業界団体におきま

しても、そういった従業者教育を、しっかり取り

組んでいただくということでございまして、そう

いう業界団体に対しまして、従業者への教育、特

 

にそのいろいろとバラバラと研修をするというこ

とではなくて、初任者の方なんかが、体系的にそ

の宅建業の取引を必要な知識とか能力が周知でき

るようにするための、体系的な研修を実施してい

ただくということでの、努力義務の規定というも

のを、今回新たに追加をさせていただいておりま

す。

それからちょっと今回、この ページの中で、

いろいろと法律の内容を書き込むということがあ

って、代表的なものしか書き込めてないんですが、

ここに書いていないような改正の内容につきまし

ても、口頭で申し訳ないんですけれども、補足を

させていただきます。大きく三つほど、さらに改

正の内容がございまして、一つは重要事項説明に

つきまして、一部その重説の簡素化、合理化とい

うものを図るというような改正が、今回盛り込ま

れています。対象になる取引につきましては、買

い主や借り主が、宅建業者さんの場合、要はプロ

を相手に売る場合とか、プロを相手に貸す場合に

つきまして、今の宅建業法の規定ですと、重要事

項説明、フルセットでやっていただくということ

で、当然重説書の交付もしていただいた上で、ち

ゃんと口頭による説明もしていただくということ

で、一般消費者の方の同じように重説をしていた

だく必要がございましたけれども、実際の取引の

中で、相手がたが宅建業者である場合につきまし

ては、当然相手もプロなので、そこまでギチギチ

と全部やってくださいということも、必要ないん

ではないかということがございまして、今回の改

正の中では、重要事項説明書の交付のみで足りる

と、口頭での説明を、もう要しないというような

改正を、今回いたしております。宅建業者の方に

対する取引のときには、書面交付のみで ですよ

という改正が、今回の中ではい。言っています。

それから 点目といたしましては、依頼者に対

する報告義務につきまして、一部規定が追加をさ

れております。これまで媒介の定期報告につきま

しては、専任媒介のときが 週間に 回か、専属

専任のときは 週間に 回というような報告の規

定があったかと思いますけれども、今回新たに、

そこに新たな報告の規定というのが追加されてい

ます。内容といたしましては、売買とか交換の申

し込みがあった場合については、その都度、そう

いった点について、依頼者に報告をしてください

ということで、申し込みがあったときに、その都

度報告をしていただくということが、報告の規定

として、新たに追加されております。

おそらく普通の宅建業者さんですと、そういっ

た売買の申し込みがあったときには、かなり重要

な情報になりますので、これまでのその都度、依

頼者の方に対する報告がなされていたかと思いま

すけれども、その点については、あらためて、宅

建業者上の報告規定として、追加がされたという

ことでございます。それから 点目としましては、

これは事項としては小さいんですが、これまで宅

建業者のかたがたは、各事務所に従業者名簿を備

え付けていただくというような規定があったかと

思います。そこで従業者の方の氏名ですとか、書

いていただいた、そういう名簿を必ず配備してい

ただいておりましたけれども、今、宅建業法の規

定の中では、そういった従業者の住所も含めて記

載をすることになっていたんですけれども、この

従業者名簿、普通の方に要求があったら閲覧に供

さなければならないということになっていますの

で、ある種、従業者の方が名前と住所が漏れてし

まうというような、そういう名簿になっていまし

たので、その個人情報の保護の観点から、住所ま

ではいらないんではないかというような、ご指摘

もありまして、今回従業者名簿の中から、そうい

った住所の記載というものは、削除をするような

改正をいたしております。

ですので、今後その従業者名簿につきましては、

住所欄は書かなくてもよいというようなことにな

ってまいりますので、こちらもその法施行にあわ

せて、今後従業者名簿を、また作られたりすると

きには、そういった見直しも図っていただくとい

うことができるようになると、いうことでござい

ます。今回そういったような内容を、改正として

いたしておりまして、一番下のところに小さい文

字で書いてあって恐縮ですが、こういった法律の

内容について、先ほどのインスペクションとか、

に書いてあったような、インスペクションとか、

売買契約書の書面に記載するとかっていったよう

な内容については、 年以内の施行。それ以外の改

正については、 年以内の施行ということになって

おります。具体的に何月何日から施行されるかっ

ていうのは、今後、またあらためて定めるんです

けれども、特にその先ほどのような、インスペク

ションのあっせんを、売買契約書面上に書いても

らうとか、重要事項説明で説明していただくとい



土地総合研究 2016年秋号192

 

うようなことについては、やはりその内容として、

どこまでやっていただくのかってことを、確定さ

せなければなりませんし、またそれを踏まえた形

で、全国で ～ 万いる宅建業者の皆様に、周知

をしていく必要があるということでありますので、

ちょっとその施行までの時間を、長目にとって準

備を、それから周知に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

ページのところは、この法律改正の国会審議

をしていく中で、いろいろとその国会議員の先生

からは、法律の質問を、国会の中でされたわけで

ありますけれども、そこの中で、主な質問事項と

いうことで、いくつか抜粋して書かせていただい

ているものでございます。いくつかかいつまんで

ご紹介いたしますと、例えば左上のところですけ

れども、今回宅建業者の方に、重説ですとか、媒

介契約書面上に、そのインスペクションの実施す

る方のあっせんですとか、インスペクションの結

果ですとかを説明していただくということになる

んですけれども、実際そのインスペクション、建

物状況調査を実施するものであったり、その要件

であったりということが、法律上、まだしっかり

全部書ききっていなくて、今後省令ですとか、そ

の下の告示なんかで決めていくということになる

んですけれども、実際どういった方が想定される

のかと、いうようなことをご質問で、国会の中で

もいただいたりしています。左側の上から 番目

ですが、じゃあ実際にそういったようなあっせん

する事項を書いていただくですとか、重要事項説

明にしていただくといったときに、業者の方もそ

れを説明しやすいような様式が必要ですし、また

それを説明を受ける消費者の方についても、理解

しやすい形で説明をしていただく必要があるとい

うことなので、そういった説明が行いやすい、理

解しやすいような条件整備、環境整備をしていく

必要があるんじゃないか、というようなことも、

国会の中で、質問の中でご指摘をいただいており

ます。

また右側のところの 番ですが、直接今回の宅

建業法の改正の中では出てきませんでしたけれど

も、最初のほうに、この市場の課題ということで

申し上げましたように、やはりその個々の住宅の

性能とか、状況に応じた形での、建物の評価とい

うものが、より進んでいかないと、市場環境とし

て流通が活性化していかないんじゃないかという

ようなご指摘なんかも、いただいております。で

すので、こういった実際、法律を施行するまでの

間に、いろいろとまだ決めなければいけないこと

であったり、また実際それを使っていただくため

の、標準的な書式とか、どういうものを使ってや

ったらいいのかというようなツールであったり、

またそれにあわせて、この建物評価の話というも

のも、しっかりと見直しを進めていく必要がある。

こういったことが国会の審議の中でも、ご指摘い

ただいているところでございます。最後 ページ

でございますけれども、先ほど 年以内にそうい

った施行に向けて、いろいろ準備をしていくとい

うふうに申し上げましたが、実際にそういった施

行に向けて必要な準備であったり、環境整備をし

ていく議論をする場といたしまして、今年の秋口、

月から国交省の中の審議会というのがありまし

て、その中に不動産部会という、そういう専門の

検討する組織がございますので、その不動産部会

というのを開催をいたしまして、その中で、今申

し上げてきたような宅建業法を実際施行していく

にあたっての、細部の検討、つめというものを、

部会の中で議論をしていきながら、施行の準備を

していきたいというふうに考えております。

おおむね、年内ぐらいに、この不動産部会とい

う中で、宅建業法の施行に向けて必要となるよう

な論点の整理、それから方向性を議案していただ

きまして、その上で、来年の 月、今年度末まで

に必要となる症例ですとか、告示の改正といった

ようなものをした上で、平成 年度は、 年間使

って、そういった実際の施行に向けた内容につい

ての講習ですとか、候補といったような周知の期

間を取った上で、平成 年目途ぐらいに施行をし

ていくというようなスケジュールで、今後、動い

ていくかと思います。ですので、今回法律は改正

はしたんですけれども、まだまだ実は、決めなけ

ればいけないこととか、考えなければならない、

結構いっぱいあって、引き続き、また業界の皆様

ですとか、従業者のかたがたのご意見を伺いなが

ら、そこら辺のところは作り込んでいくというよ

うな作業が、また今後も残っておりますので、引

き続きご支援ですとか、ご協力いただければと思

っておりあす。長い説明になりましたけれども、

私の説明は以上でございます。ありがとうござい

ます。


